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1）計画の趣旨 

本計画は、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町の合併後

の新市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とします。本計画を

実現することにより、6 町の速やかな一体化を促進し、住民福祉の向上と新市

全体の均衡ある発展を図ろうとするものです。 

なお、新市の進むべき方向についてのより詳細かつ具体的内容については、

本計画に基づき、新市において作成する基本構想、基本計画、実施計画に委

ねるものとします。 

 

2）計画の構成 

本計画は新市を建設していくための基本方針および、これを実現するため

の主要事業、公共的施設の統合整備及び財政計画を中心として構成します。 

 

3）計画の期間 

本計画における主要事業、公共的施設の統合整備及び財政計画は、合併後、

概ね 10 年程度の期間について定めるものとします。 

また、新市の基本方針を定めるにあたっては、将来を見据えた長期的視野

に立つものとします。 

 

4）その他  

公共的施設の統合整備については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよ

う十分配慮し、地域間のバランス、さらに財政事情を考慮しながら逐次実施

していくものとします。 

財政計画については、地方交付税、国や府の補助金、地方債等の依存財源

を過大に見積もることなく、新市において健全な財政運営が行われるよう十

分留意して策定するものとします。 

新たに誕生する市は、面積が広大になることから、全市域をカバーする事

業と各地域の課題を把握したうえでそれぞれの特性を活かせるような事業を

ハード、ソフトの両面にわたり、効果的に実施していくものとします。 
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（（ 11）） 位位 置置 ・・ 地地 勢勢   

新市は、京都府の北西部、京都市から直線距離で約 90km に位置しています。

東西に約 25km、南北に約 19km 広がり、面積 501.83km2 を有しています。 

地形は、中国山脈の流れを受けた標高 400～600m の山々が連なる山稜が広

がり、中央部には盆地、北端には 3 町にまたがって連なる海岸といった形状

を成しています。また海岸部は、東側が若狭湾国定公園に、西側が山陰海岸

国立公園に指定されています。土地利用の状況は、全体の 70.0%が山林・原野、

田畑が 11.1%、宅地は 2.5%となっています。 

気候は、四季の変化に富み、春は、比較的晴天の日が多く果樹の花園とな

ります。夏は、暑い日が続き海岸地域は海水浴客、山間部はキャンプの客で

賑わいます。秋は、松茸、果物、農作物等の収穫で潤い、晩秋には「うらに

し」と呼ばれる、ぐずついた天候が続きます。冬は、日本海が荒れ模様とな

りますが、カニ漁等の海の幸にあふれ、また山間部は積雪 1 メートルという

日もありますが、スキー客も訪れます。 

 

 

 

 

 

 

土地利用の状況  
 

資料：平成１４年度交付税算定台帳数値  

（（ 22）） 歴歴 史史 ・・ 沿沿 革革   

新市域では、日本海側最大の前方後円墳「網野銚子山古墳」や日本最古の

紀年銘鏡「方格規矩四神鏡」など古代の繁栄をほうふつさせる多くの遺跡等

が確認されているほか、約 2,000 年前の中国の貨幣「王莽
お う も う

の貨
か

泉
せ ん

」が出土す

るなど、古代から大陸との交易があったことがうかがえます。また、明治の

初めには、丹後、但馬、丹波、播磨、美作の五カ国を管轄した久美浜縣の県

庁舎が久美浜町内に建てられるなど、広域的な中心地としても栄えました。 

畑

2.9%

宅地

2.5%

田

8.2%その他

16.4%

山林・原野

70.0%
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（（ 33）） 人人 口口   

新市域の人口は、平成 12 年現在 65,578 人となっています。総人口は、減

少傾向を示しており、昭和 55 年から平成 12 年の 20 年間で 10.1%の減少とな

っています。 

また、年齢別人口（3 区分）をみてみると、年少人口比率（15 歳未満）が

20 年間で 7.4%減少する一方、老齢人口比率（65 歳以上）は 10.8%増加してお

り、少子高齢化が進行しています。また、老齢人口比率（25.3%）の高さが、

京都府全体（17.5%）と比較しても極めて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口の推移  
資料：国勢調査  

注）年齢別人口は、年齢不詳を除いているため、

合計が総人口と一致しない場合がある。  

17,230 15,507 13,151 11,775 10,646
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（（ 44）） 交交 通通   

交通網は、広域道路として、京都縦貫自動車道と連絡する鳥取豊岡宮津自

動車道(宮津網野線)計画が予定されていますが、未整備の段階にあります。

京都市までの時間距離が 200 分近くかかる現状であり、観光振興をはじめ、

各種産業振興（都市圏を対象とした展開など）の点においても、アクセスの

強化が大きな課題の一つとなっています。 

主要幹線としては、国道 178 号、312 号、482 号が 6 町を環状に結び、これ

を補完する形で、主要地方道及び府道が整備されています。 

一方、新市域内の道路は、道路改良率が 50%に満たないなど、低い整備状況

にあります。 

公共交通機関については、鉄道網として北近畿タンゴ鉄道が、大宮町－峰

山町－網野町－久美浜町を結んで整備されています。この路線は JR 線に接続

し、京都・大阪方面へ直通特急が運行されるなど、京阪神方面への主要なア

クセスとなっていますが、利用者数（乗車人員）も減少する傾向にあります。

また、乗合バスの利用者数も、年々減少傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

周辺の交通網  
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（（ 55）） 産産 業業   

1）産業別就業者数 

産業別の就業者数は、第 1 次産業が 10.7%、第 2 次産業が 40.6%と、京都府

全体（第 1 次産業:2.8%、第 2 次産業:29.3%）の割合と比べても、極めて高く

なっています。しかしながら、この第 1 次産業及び第 2 次産業は、就業者数、

割合ともに近年減少する傾向にあります。 

第 1 次産業は農業、第 2 次産業は製造業、第 3 次産業はサービス業の就業

者数が多くなっています。このうち農業及び製造業の就業者数は大幅に減少

してきており、地区全体の産業構造の変化に大きく影響しています。また、

65 歳以上の就業者割合が、第 1 次産業で 63.3%と特に高くなっています。 

 

 

 

 

 

産業別就業者数の推移     

 

      65 歳以上就業者（平成 12 年）（単位：人） 

 

 

 

 

 
 資料：国勢調査 

※分類不能を除く 

 

  第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業 

就業者数 3,729 14,135 16,933 

65 歳以上就業者 2,362 1,744 1,394 

65 歳以上比率 63.3% 12.3% 8.2% 

12.1%

10.7%

44.9%

40.6%

43.0%

48.7%

第1次産業 第2次産業 第3次産業

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

平成7年

平成12年

資料：国勢調査 

※分類不能を除く 
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2）農業  

農業粗生産額は京都府の 11.1%（H12）を占めており、近隣市と比べてもそ

の額は高くなっていますが、その推移は、平成 7 年から平成 12 年で 95 千万

円減少と、大きく減少しています。 

耕種別の内訳をみてみると、米の生産額が最も多く、京都府全体の 17.2%

を占めています。また、丹後国営農地を中心に多品種栽培されている野菜の

ほか、畜産の生産額も高くなっています。このほか、ハウス等を活用した新

たな品種の栽培なども進められています。 

農業粗生産額の推移       耕種別農業粗生産額（平成 12 年） 

       （単位：千万円）  

 
農業粗
生産額 

H7 914

H12 819

新市域 
  

増減 -95

H7 11.4%

H12 11.1%
 
 
 

府内 
ｼｪｱ 
  
  増減 -0.4%

H7 8,007京都府 
  H12 7,406

H7 166宮津市 
  H12 133

H7 359福知山市
  H12 304

H7 250舞鶴市 
  H12 239

資料：京都府統計書 

3）漁業  

新市域では 3 町で漁業が営まれています。 

魚類別漁獲量をみてみると、京都府全体の 13.8%（平成 12 年）を占めてい

ます。その内訳は、魚類が最も高くなっているほか、カニ等の水産動物類も

京都府の 29.2%（平成 12 年）を占めており、平成 7 年と比較しても高くなっ

ています。 

       魚類別漁獲量の推移    （単位： t）  

  計 魚類 
水産 
動物類

貝類 海藻類 

H7 2,598 2,035 321 157 27 

H12 2,682 2,041 508 93 39 新市域（うち 3 町）

H12-H7 84 6 187 -64 12 

  府内ｼｪｱ H12 13.8% 12.0% 29.2% 18.7% 21.0% 

京都府計 H12 19,427 17,005 1,740 498 186 

  資料：京都府漁業の動き 

（単位：千万円） 
 総数 第１位 第２位 第３位 

米 野菜 畜産 新市域 
  

819
  402(49.1%) 155(18.9%) 81(9.9%) 

野菜 米 畜産 京都府 
  

7,406
  2,381 2,344 1,164

米 野菜 花き 宮津市 
  

133
  58 45 10

米 野菜 畜産 福知山市
  

304
  163 61 52

米 野菜 畜産 舞鶴市 
  

239
  96 71 43

資料：京都府統計書 
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4）工業  

工業は、事業所数、従業者数ともに近隣市と比べてもその数は多いものの、

平成 8 年から 11 年の間に大きく減少しています（事業所数 21.3%減、従業者

数 18.5%減）。 

工業事業者数及び従業者数の推移（単位：事業所、人） 

  事業所数 従業者数 

H8 4,858 16,711 

H11 3,820 13,617 新市域 

H11-H8 -1,038 -3,094 

  府内ｼｪｱ H11 11.0% 4.3% 

京都府計 H11 34,707 315,863 

宮津市 H11 437 2,557 

福知山市 H11 787 11,104 

舞鶴市 H11 889 10,818 

資料：事業所・企業統計 

製造業についてその内訳をみてみると、事業所数及び従業者数では「繊維

工業」が最も多く、いずれも過半数を占めており、近隣市と比べても非常に

多くなっています。製造品出荷額等では、「輸送用機械器具製造業」が最も

高く、次いで「繊維工業」となっています。 

       製造業の状況（平成 12 年 上位 3 項目）（単 位： 事 業 所、 人、 百 万 円）  

    総数 第１位 第２位 第３位 

繊維工業 一般機械器具製造業 衣服その他の繊維製品製造業
新市域 2,861

2,347(82.0%) 11(3.9%) 83(2.9%) 

衣服その他の繊維製品製造業 一般機械器具製造業 金属製品製造業 京都府 18,153
7,483 1,266 1,136 

繊維工業 食料品製造業 衣服その他の繊維製品製造業宮津市 217
100 58 23 

金属製品製造業 食料品製造業 その他の製造業 
福知山市 300

36 31 24 
食料品製造業 金属製品製造業 衣服その他の繊維製品製造業

事
務
所
数 

舞鶴市 327
79 41 40 

繊維工業 輸送用機械器具製造業 一般機械器具製造業 
新市域 9,482

4,798 (50.6%) 988 (10.4%) 833(8.8%) 

電気機械器具製造業 繊維工業 食料品製造業 京都府 195,947
30,914 25,185 22,812 

衣服その他の繊維製品製造業 食料品製造業 繊維工業 宮津市 1,127
448 294 173 

電気機械器具製造業 精密機械器具製造業 化学工業 
福知山市 6,784

1,034 852 657 
窯業･土石製品製造業 輸送用機械器具製造業 衣服その他の繊維製品製造業

従
業
員
数 

舞鶴市 5,945
1,120 889 747 

輸送用機械器具製造業 繊維工業 一般機械器具製造業 
新市域 80,260

19,920(24.8%) 16,216(20.2%) 10,988(13.7%) 

電気機械器具製造業 輸送用機械器具製造業 飲料･たばこ･飼料 京都府 5,971,858
1,157,052 737,241 679,001 

衣服その他の繊維製品製造業 食料品製造業 繊維工業 
宮津市 14,589

7,705 4,180 859 
精密機械器具製造業 電気機械器具製造業 化学工業 

福知山市 214,856
40,661 31,666 28,943 

窯業･土石製品製造業 飲料･たばこ･飼料 輸送用機械器具製造業 

出
荷
額
等 

舞鶴市 202,297
66,938 39,453 33,999 

                                      資料：事業所・企業統計 
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5）商業  

商店数は、京都府全体の 2.9%、近隣の福知山市とほぼ同程度の数がありま

す。 

一方、従業者数及び年間商品販売額等は、京都府全体のそれぞれ 1.9%、1.4%

と商店数に比べ低くなっています。 

平成 6 年から 11 年までの推移をみると、従業者数がほぼ横ばいなのに対し、

商店数で 8.8%、年間商品販売額等で 11.9%の減少を示しています。 

商店数、従業者数、年間販売額等  

(単位：店、人、百万円) 

  商店数 従業者数 
年間商品 
販売額等 

H6 1,364 5,200 137,259

H11 1,244 5,117 120,932

新市域 

増減 -120 -83 -16,327

  府内ｼｪｱ H11 2.9% 1.9% 1.4%

京都計 H11 42,480 275,904 8,824,399

宮津市 H11 529 2,538 44,999

福知山市  H11 1,322 8,727 260,195

舞鶴市 H11 1,681 8,848 230,606

資料：京都府統計書 

 

6）観光  

年間観光客数は、年間約 210 万人（平成 12 年）となっていますが、その内

訳は、日帰り客が全体の 72.1%を占めています。 

年間観光客数（平成 12 年実績）  

（単位：人）  

新市域 2,119,692

日帰り客 1,529,039

割合 72.1%

宿泊客 590,653
内
訳 

割合 27.9%

（各町観光担当課より数値提供） 
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観光客の特性について、新市域を含む丹後地域 11 市町を対象としたアンケ

ート結果をみてみると、2 回以上訪れている観光客が全体の約 8 割を占めてお

り、冬期においてはさらに高い割合を示しています。また、夏期においては 5

回以上繰り返して訪れる割合が高くなっています。 

旅行の目的は、夏期における「キャンプ・アウトドアー」の割合が高く、

海水浴客の集客の高さがうかがえます。また、冬期においては、「料理・特

産品」、次いで「休養・保養」の割合が高く、カニ料理や温泉といった新市

域内の資源を対象とした旅行が多くなっていると考えられます。 

 

丹後地域に来られたのは何回目ですか。                   （単位：人、%） 

総合計  夏 秋 冬  

合計 構成比 合計 構成比 合計 構成比 合計 構成比

初めて 135 21.4 43 21.3 56 26.2 36 16.7

2回目 89 14.1 20 9.9 32 15.0 37 17.1

3～4回目 137 21.7 36 17.8 53 24.8 48 22.2

5回以上 97 15.3 40 19.8 25 11.7 32 14.8

10回以上 123 19.5 50 24.8 35 16.4 38 17.6

地域出身 25 4.0 7 3.5 9 4.2 9 4.2

地域内在住 26 4.1 6 3.0 4 1.9 16 7.4

合計 632 100.0 202 100.0 214 100.0 216 100.0

 

旅行目的は何ですか。                           （単位：人、%） 

総合計  夏 秋 冬  

合計 構成比 合計 構成比 合計 構成比 合計 構成比

(1)キャンプ・アウトドアー 166 26.3 160 79.2 4 1.9 2 0.9

(2)自然景勝地の観光 130 20.6 9 4.5 77 36.0 44 20.4

(3)歴史・文化などの観光 56 8.9 3 1.5 44 20.6 9 4.2

(4)休養・保養 87 13.8 11 5.5 31 14.5 45 20.8

(5)町並みや施設などのｲﾍﾞﾝﾄ 32 5.1 1 0.5 15 7.0 16 7.4

(6)行事・ｲﾍﾞﾝﾄ 45 7.1 8 4.0 12 5.6 25 11.6

(7)料理・特産品 117 18.5 2 1.0 20 9.3 95 44.0

(8)仕事・学業 10 1.6 3 1.5 7 3.3 0 0.0

(9)温泉 69 10.9 2 1.0 29 13.6 38 17.6

(10)帰省 15 2.4 7 3.5 5 2.3 3 1.4

(11)その他 24 3.8 5 2.5 15 7.0 4 1.9

合計 751 120.4 211 104.5 259 121.0 281 130.1

資料：丹後半島「健康と保養の郷づくり」に関するビジョン調査報告書 

（調査実施：平成 11 年） 
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（（ 66）） 観観 光光 的的 視視 点点 をを 中中 心心 とと しし たた 地地 域域 資資 源源 のの 分分 布布   

1）自然資源 

新市域には、海、山等に代表される豊富な自然資源が分布し、新市域を特

徴づける魅力となっており、代表的な観光資源などとして活用されています。 

 

〇代表的な自然資源 

・ 山陰海岸国立公園、若狭湾国定公園に代表される海の魅力

（海水浴場、マリンスポーツ等での活用） 
・ 磯砂山等に代表される山々の魅力（ハイキングコース等で

の活用） 
・ 野間川等の渓谷の魅力（鮎釣り等の活用） 
・ 離湖（京都府内最大の淡水湖） 等 

〇希少な自然資源 
・ 琴引浜の鳴き砂 
・ アベサンショウウオ 
・ 内山山系のブナ林等の自生植物 等 

〇景勝地 
・ 丹後松島、夕日ヶ浦海岸などの海岸沿いの景勝 
・ 太鼓山等の山地部の景勝 
・ 内陸部の田園風景 

〇自然を活用した施設 
・ 八丁浜シーサイドパーク等の海岸のレクリエーション施設 
・ 森林公園スイス村等の高原の観光施設（キャンプ場 等） 
・ 山村体験交流センターせせらぎ等の体験施設 

 

2）歴史資源 

新市は、大陸との交易などの歴史を伝える数多くの文化財を有しています。

また、丹後七姫伝説のうち 5 つの伝説が伝えられるなど、歴史的資源（遺産）

の宝庫となっています。これらの歴史的資源を活かした、観光への展開もみ

られます。 

丹後七姫伝説  

伝 説 名 市 町 名 

羽衣伝説 峰山町 

間人（はしうど）皇后 丹後町 

小野小町 大宮町 

静御前 網野町 

新
市
域
内 

細川ガラシャ 弥栄町 

乙姫 伊根町 新
市
域
外 安寿姫 宮津市 
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3）祭り・イベント 

新市域には、「水無月まつり」、「しかか踊り」といった、古くから続く

伝統的な祭りが各地に残る一方で、「ドラゴンカヌー選手権大会」、「フェ

スタみねやま『飛天』」、「おおみや楽市・楽座」など、新たなイベントも

開催されています。 

 

4）地場産業資源 

新市域では、国営農地を中心に栽培されているモモ、ナシといったフルー

ツなど、多様な農産物が生産されています。このほかカニ料理などは、既に

知名度も高く、多くの観光客を招いています。また、古くからの地場産業で

ある丹後ちりめんは、着物素材として出荷されているほか、土産物としても

各種生産されています。 

 

5）温泉  

新市域には、泉質、湧出量に優れた温泉が数多く存在します。これらは特

に海岸部に多く位置していますが、内陸部でも整備が進んできているととも

に、全域的に広く分布し、それぞれ多種多様に整備されてきています。 

 
 

（（ 77）） 主主 なな 公公 共共 ・・ 公公 益益 施施 設設   

新市域における主な公共・公益施設の分布をみてみると、国や府の機関な

どの官公署が峰山町に集中しています。 

また、丹後文化会館や、峰山町、網野町の図書館といった文化的な施設や

各種スポーツ施設などの施設が立地しています。 
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（（ 88）） 既既 存存 計計 画画 にに みみ るる まま ちち づづ くく りり のの 考考 ええ 方方   

1）まちづくりの課題に関する認識 

①  情 勢 の 変 化 に 対 す る 認 識  

国における計画（21 世紀の国土のグランドデザイン）では、「地球時代」

（地球環境問題、大競争、アジア諸国との交流）のほか、人口減少、高齢

化、高度情報化といった時代背景を踏まえたものとなっています。 

一方、各町の総合計画における情勢の変化に対する認識は、上記の視点

について共通して認識されているほか、価値観の多様化、環境問題（自然

の保全・回復）、産業構造に関する課題（経済の安定化、産業構造の転換

の必要性）といったキーワードがあげられています。 

②  主 要 課 題  

各町の総合計画では、特に主要な課題に関する事項として、少子高齢化

への対応、定住の促進、環境問題への対応、産業構造の転換、住民参画の

まちづくりといったキーワードが、共通認識としてあげられています。 

国や府、広域圏計画においても、これらのキーワードが踏まえられてい

るほか、地域の自立（自主性・主体性）あるまちづくりがうたわれていま

す。 

 

2）まちの将来像・基本目標 

各町の総合計画では、将来像、基本的視点として、豊かな自然・歴史資源

の重視と地域個性の創出、住民参加のまちづくり、交流の促進（人、地域）、

若者の定着、生活環境の充実といったキーワードがあげられています 

基本目標としては、少子高齢化への対応、産業の活性化といったキーワー

ドがあげられています。 

国や府、広域圏計画においても、概ねこうした考え方は認識されています

が、このほか、より多様な交流連携、持続性のある発展、地域の個性をいか

した新たな文化の創出といった視点が特に重要視されています。 
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各町の総合計画  

峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜町 

 第 4 次峰山町
総合計画 

（H14～H24） 

第 3 次大宮町
総合計画 

（H12～H22） 

第 4 次網野町
振興計画 

（H11～H21）

第 4 次丹後町
総合計画 

（H14～H24）

第 2 次弥栄町
総合計画 

（H4～H13） 

第 4 次久美浜
町総合計画

（H13～H23）

将
来
像 

住む人の心と
心がやさしく
響きあう町 
 
ハーモニータ
ウン みねやま 

 

美しく大好き
なふるさと 
・大宮 
 
やさしく、たく
ましい挑戦 

 

海がきれい、ま
ちが楽しい、人
がかがやくふ
るさと網野 
 
未来の仲間へ
贈るまちづく
り 

ふれあい 
（交流） 
めぐりあい 
（循環） 
むすびあう 
（きずな） 
まちづくり 

（総合計画タ
イトルより） 
活き活きと豊
かに暮らせる
弥栄町 

「うみ、さと、
やま」交流でお
りなす、うるお
いとやすらぎ
のまち 

（
主
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
） 

情
勢
の
変
化
に
対
す
る
認
識 

■ 人口の課題（少子高齢化、人口減少） 
■ 価値観の多様化（多様な暮らしの選択性、精神的豊かさ） 
■ 環境問題（自然の保全・回復、自然との共生、地球環境問題） 
■ 高度情報化 
■ 国際化 
■ 産業構造（経済の低成長、産業構造の転換） 
■ 行政等（地域の自立と共生、地方分権、広域行政） 
■ 住民参加 
■ 交流（地域間連携、交流と連携の時代） 
■ 文化の創造 

（
主
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
） 

主
要
課
題 

■ 少子高齢化への対応 
■ 定住促進（人づくり） 
■ 環境（自然との共生、環境問題対策） 
■ 産業構造（働く場づくり、構造改革、1 次産業基盤維持） 
■ 住民参加（行政との協働、住民主体） 
■ 文化（歴史資源の活用、教育環境の充実） 
■ 交流（人、地域間、国際間、産業間） 
■ 郷土への愛着 
■ 生活環境整備（福祉・医療、安全・安心なまち） 
■ 行政（地方の自立、広域行政促進） 
■ 高度情報化 

（
主
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
） 

基
本
的
視
点 

■ 豊富な自然資源の活用 
■ 様々な歴史資源の活用 
■ 住民の参加と行政と協働 
■ 交流の促進（人、地域） 
■ 若者の定着（ひとづくり、働く場の創出） 
■ 生活基盤の充実 

（
主
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
） 

基
本
目
標 

■ 少子高齢化への対応（いきがいづくり） 
■ 若者の定住 
■ 自然との共生 
■ 個性ある郷土づくり 
■ 住民参加のまちづくり 
■ 産業の活性化 
■ 交流の促進 
■ 生活環境充実のまちづくり 
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全国総合開発計画  
 第四次全国総合開発計画（四全総）（昭和 62 年 11 月） 21 世紀の国土のグランドデザイン（平成 10 年 3月）

背景 

1 人口、諸機能の東京一極集中 
2 産業構造の急速な変化等により、地方圏での雇用問
題の深刻化 

3 本格的国際化の進展 

1 地球時代 
（地球環境問題、大競争、アジア諸国との交流） 
2 人口減少・高齢化時代 
3 高度情報化時代 

基本目標 

＜多極分散型国土の構築＞ 
安全でうるおいのある国土の上に、特色ある機能を有
する多くの極が成立し、特定の地域への人口や経済機
能、行政機能等諸機能の過度の集中がなく地域間、国
際間で相互に補完、触発しあいながら交流している国
土を形成する。 

＜多軸型国土構造形成の基礎づくり＞ 
多軸型国土構造の形成を目指す「21 世紀の国土のグラ
ンドデザイン」実現の基礎を築く。 
地域の選択と責任に基づく地域づくりの重視。 
 

基本的 
課題 

1 定住と交流による地域の活性化 
2 国際化と世界都市機能の再編成 
3 安全で質の高い国土環境の整備 

1 自立の促進と誇りの持てる地域の創造 
2 国土の安全と暮らしの安心の確保 
3 恵み豊かな自然の享受と継承 
4 活力ある経済社会の構成 
5 世界に開かれた国土の形成 

開発 
方式等 

＜交流ネットワーク構想＞ 
多極分散型国土を構築するため、①地域の特性を生か
しつつ、創意と工夫により地域整備を推進、②基幹的
交通、情報・通信体系の整備を国自らあるいは国の先
導的な指針に基づき全国にわたって推進、③多様な交
流の機会を国、地方、民間諸団体の連携により形成。

＜参加と連携＞ 
－多様な主体の参加と地域連携による国土づくり－ 
（4つの戦略） 
1 多自然居住地域（小都市、農山漁村、中山間地域※1等）の創
造 

2 大都市のﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ（大都市空間の修復、更新、有効活用） 
3 地域連携軸（軸状に連なる地域連携のまとまり）の展開 
4 広域国際交流圏（世界的な交流機能を有する圏域）の形成 

 

京都府総合計画  

名称 第 4次京都府総合開発計画（平成 2年 1 月） 新京都府総合計画（平成 13 年 1月） 

ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ 真の豊かさと均衡ある発展をめざして むすびあい、ともにひらく新世紀・京都 

中心と 
なる 
考え方 

・一極集中構造を是正し、府域全体の均衡ある発展を
目指す 

・公平・公正で豊かさの実感できる京都府社会を構築
すること 

・府民の自助・自立や府民・地域の自主性・主体性を
いかした地域づくりを尊重し、府民の府政への参
加・協働のもとに魅力ある京都府社会を築いていく
こと 

・4府総までの成果をさらにいかしていくこと 

計画の 
課題 
施策展開
等 

＜基本的課題＞ 
・府域の多極構造の実現 
・次の時代を先取りする産業構造の確立 
・豊かさを実感できる社会 
・生活環境の実現 
・健やかで充実した長寿社会の創造 
・新しい京都文化の創造と発信 
・京都を支える人づくり 
・個人の尊厳と人権が尊重される社会の実現 
＜課題別施策展開＞ 
・未来を開く生活と産業の基盤づくり 
・活力ある地域経済の確立 
・健やかでゆとりある生活の実現 
・世界に通じる京都文化の創造と心豊か｢ひと｣づくり

＜京都府のめざす将来像＞ 
1 一人ひとりがいきいきと暮らせる社会 
2 人と自然が共生する循環型社会 
3 文化・学術を創造し、世界に発信する社会 
4 たくましい地域経済のもとで持続可能な発展をめざ
す社会 

5 豊かな社会基盤が支える快適でうるおいある社会 
＜基本計画（施策の体系）＞ 
1 いきいきと生きがいを持って暮らせる社会づくり 
2 明るく健やかな健康福祉社会の確立 
3 人と自然が共生し、文化がいきづく京都府づくり 
4 たくましい地域経済と安定して働ける社会の確立 
5 生活と産業を支える基盤の整備 

圏域（丹後地域（1市 10 町））の将来像 自然と歴史をいかしたやすらぎ、ふれあい交流圏の形成

 

広域圏計画  

 第 2 次丹後地区ふるさと市町村圏計画（平成 12 年 3月） 

対象地域 丹後地域（1市 10 町） 
主要課題 ・地域環境の変化（新たなプロジェクトの進捗度の低下、織物業の構造不況への対応、産業構造変革） 

・生活環境の変化（生活・文化の重視、圏域内外の交流の促進、魅力ある都市機能の集積） 
・経済環境の変化（産業動向、社会的課題への対応、人材育成、情報発信力の強化 等） 
・地域文化の確立 
・広域行政への対応 

将来像 海と山野が織りなす活力ある交流ゾーン“丹後” 
圏域の発
展方向 

・「人・モノ・情報の交流ゾーン」の実現 
・「自然環境立地型の産業交流ゾーン」の実現 
・「四季型・ネットワーク型集客交流ゾーン」の実現 
・「多自然居住型交流ゾーン」の実現 
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（（ 99）） 住住 民民 意意 識識 調調 査査 のの 概概 要要   

1）将来像  

 

 

 

<一般>                  <高校生> 

1 
工業・商業・サービス業などが活発

で、働く場に恵まれた産業のまち 

55.1%  
1

海岸や海浜などの美しい景観や水

や緑を生かしたまち 

64.8%

 

2 

海岸や海浜などの美しい景観や

水・緑を生かした自然豊かなまち 

52.5%   

2

住まいや身の回りの環境が充実し

た快適に暮らせるまち 

31.6%

3 

高齢者や障害者などすべての人が

安心して暮らせる福祉のまち 

47.5%  

3

高齢者や障害者などすべての人が

安心して暮らせるまち 

28.2%

4 
医療体制と健康づくり施策が充実

した健康のまち 

37.7%  
4

工業・商業・サービス業などが活発

で、働く場に恵まれたまち 

27.3%

5 
保育所・幼稚園・学校が充実し、子

供たちが地域で健全に育つまち 

33.7%  
5

道路やまちなみがきちんと整備さ

れたまち 

24.3%

（ 上 位 5 項 目 ）  

 

2）まちの現状評価<一般 > 

 

 

 

<評価の高い項目>            <評価の低い項目>  

公民館、集会場等の身近なコミュニティ施

設の充実 

 

1

工業の振興（企業誘致や地元企業の育成、

起業の支援、伝統産業の活性化など）や地

域内での雇用の場の確保 1 

安全対策・体制の推進、強化 

（防災、交通安全、消防体制の充実） 

 
2

公共交通の充実（鉄道・バス路線の整備、

便数の増加など） 

3 
行事やイベントなどの住民交流のための機

会の充実 

 
3

地域外との行き来が便利になるような幹線

道路網の整備 

（ 上 位 3 項 目 ）  

 

 

 

丹後 6 町は将来的にどのようなまちになっていけばよいと思われますか。 

現在のあなたのまちの現状について、どのように感じていますか。 
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3）将来望まれる施策 

 

 

<一般>                  <高校生> 

1 

工業の振興（企業誘致や地元企業の

育成、起業の支援、伝統産業の活性

化など）や地域内での雇用の場の確

保 

49.2% 1
買物や食事が楽しめる商業施設の

充実 
64.5%

2 
地域外との行き来が便利になるよ

うな幹線道路網の整備 
42.1% 2 鉄道やバスなどの利便性の向上 59.7%

保健・医療施設、体制の強化（病院、

健康相談の充実など） 
3

スポーツ施設などみんなが健康的

な活動を行える場の充実 
38.8%

3 
福祉的施設、体制の充実（老人・障

害者施設の整備、高齢者対策など） 

34.5%

4
公園や緑地など身近ないこいの場

の充実 
30.8%

5 子育てを支援する体制・施設の強化 22.7%

 

5 働く場の創出 28.3%

（ 上 位 5 項 目 ）  
 

4）定住意向＜高校生＞ 

 

 

1 6 町内に住みたいと思わない 27.0%

2 6 町内に住みたい 18.3%

－ わからない 54.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住みたいと思わない理由 

1 都会に魅力を感じるから 28.9%

2 この地域に働く場がないから 28.3%

3 みんなが楽しんだり、遊ぶ施設などが少ないから 20.8%

－ その他 22.0%

住みたい理由 

1 この地域が好きだから 61.9%

2 この地域で働くつもりだから 17.8%

3 家族と一緒に住みたいから 11.0%

－ その他 9.3%

丹後 6 町の将来のまちづくりをすすめるにあたって、どのような施策が重要だと思われますか。 

将来、社会人になったり、結婚したりした時に、6 町内に住みたいと考えていますか。 
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（（ 1100）） 新新 市市 域域 のの 特特 性性 とと 課課 題題   

1）若年層を中心とする定住化の促進 
 

新市域における若年層の定住意向は高いとはいえない状況にあります。また、新市域では

人口減少の傾向が続くとともに、年少人口（15 歳未満）及び生産年齢人口（15～64 歳）の

減少、老齢人口（65 歳以上）の増加により、人口バランスの偏りがみられます。 

このことから、人口流出の抑制に向けた取り組み、若年層にとって魅力ある環境づくり（雇

用の場づくり、商業施設の充実、教育環境、子育て環境の充実など）を推進することによる

定住化の促進、人口バランスの改善が求められます。 

 

2）高齢社会への適切な対応 
 

新市域では、今後より一層高齢化が進行するものと思われます。福祉・保健・医療に関す

る施策に対する住民の要望も高いものとなっています。 
このことから、福祉サービスの強化、健康の維持・増進に資する医療・保健サービスの強

化といった取り組みを図るなかで、高齢社会へ適切に対応し、心豊かに住み続けられる、支

えあう環境づくりが求められます。 
 

3）産業の振興 
 

新市域の産業は、ちりめんに代表される第 2次産業の低迷、就労者の減少や高齢化、後継

者不足といった課題を有しています。住民意識調査においても、まちの将来像として「産業

のまち」が、将来望まれる施策として「工業の振興や雇用の場の確保」がそれぞれ最も高い

回答割合を占めており、産業の振興に対する意向は非常に高いものとなっています。 

このことから、既存産業の付加価値化による競争力・魅力の強化、農林漁業の振興や後継

者の育成を図るとともに、新たな産業や雇用の場の創出といった産業の振興に向けた取り組

みが求められます。 
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4）自然や歴史等の資源の多面的な活用 
 

新市域には、海から川、山へと連なる多彩な自然資源が分布しています。住民が「自然豊

かなまち」をまちの将来像として望む意向も、若年層を中心に非常に高くなっており、自然

は新市域を代表する魅力となっています。また、かつての大陸との交易などの歴史を伝える

数多くの文化財を有するなど、新市域は歴史資源の宝庫ともなっています。 
このことから、これらの資源を観光等へより積極的に活用するとともに、広域的に発信で

きる魅力・ブランド力の強化に向けた多面的な活用が求められます。その一方で、環境保全・

文化財保護等のこれらの資源を守る取り組みも重要となります。 
 
 

5）交通利便性の強化 

 
新市域は、大都市圏との時間距離が非常に大きい状況にあります。新市域外との行き

来の利便性の向上に向けた施策に対する住民要望も高くなっています。一方、現在の各

町間は、通勤等の日常生活レベルから、そのつながりは非常に強いものとなっており、

各町間を結ぶ交通利便性の強化が重要となります。 

このことから、大都市圏等への広域的な連携を促進するとともに、新市域内の円滑な

移動を支える道路交通基盤の強化や公共交通サービス網の強化が求められます。 

 
 

6）生活環境・基盤の向上 

 

人々が新市域に住み続け、快適に暮らしていくためには、既存計画でもうたわれてい

るように、生活基盤（上下水道等の都市基盤、文化・スポーツ施設など）の充実が求め

られます。特に広大な面積を有する新市域においては、どこに暮らしても快適な、地域

バランスに配慮した取り組みが求められます。 

 
 
 
 
 
 
 

  



3- 

 
1

33    

（（ 11）） 暮暮 らら しし やや すす いい 地地 域域 づづ くく りり にに おお けけ るる 市市 町町 村村 のの 役役 割割 強強 化化   

1）生活圏の拡大への対応 

交通機関・ネットワークの発達やモータリゼーション ※ 2の進展に伴い、住民

の日常生活圏はますます拡大しています。新市域においても、通勤などの日

常生活におけるつながりは強いものとなっています。 

こうしたことから、町の区域界にとらわれない、情報化の推進や観光施設

のネットワーク化等の広域的な視点に立ったまちづくり・一体的なまちづく

りの推進が重要となっています。 

             通勤先別就業者数      （単位：人、 %）  

就業上位３市町就業者数 
町  名 

就業者数 
（常住地） 

自町内就業者
（構成比） 第１位 

（構成比） 
第２位 

（構成比） 
第３位 

（構成比） 

峰山町 7,045  
5,230 
（74.2） 

大宮町 
493 

（7.0） 

網野町 
297 

（4.2） 

弥栄町 
263 

（3.7） 

大宮町 5,884  
3,619 
（61.5） 

峰山町 
1,009 
（17.1） 

宮津市 
330 

（5.6） 

網野町 
160 

（2.7） 

網野町 8,755  
6,685 
（76.4） 

峰山町 
922 

（10.5） 

大宮町 
246 

（2.8） 

弥栄町 
214 

（2.4） 

丹後町 3,682  
2,764 
（75.1） 

峰山町 
325 

（8.8） 

網野町 
216 

（5.9） 

弥栄町 
173 

（4.7） 

弥栄町 3,084  
1,984 
（64.3） 

峰山町 
538 

（17.4） 

網野町 
161 

（5.2） 

大宮町 
140 

（4.5） 

久美浜町 6,376  
4,505 
（70.7） 

豊岡市 
844 

（13.2） 

峰山町 
371 

（5.8） 

網野町 
228 

（3.6） 

資料：平成 12 年国勢調査 
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11,775 10,646 9,334

40,537 38,332
34,020

28,961

14,896
16,600

18,098
18,834

8,431
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

平成7年 平成12年 平成22年 平成32年

(人）

65歳～

15～64歳

～14歳

67,208

61,452

56,226

65,578

実績値 推計値

2）少子高齢化への対応 

本格的な少子高齢化が急速に進み、社会構造は大きな転換期を迎えようと

しています。 

新市域においても、人口は減少傾向を示すとともに、少子高齢化の傾向が

進んできています。こうした状況のなか、雇用の場の確保や産業の活性化と

ともに、保健・福祉・医療の充実・強化といった暮らしやすい地域づくりの

視点からの施策が強く求められています。一方、このために必要となる行政

経費を負担する納税者（生産人口）の減少と行政サービス需要の増加という

アンバランスが予想されており、これらの課題に効果的かつ効率的に対応し

ていくことが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            年齢 3 区分別人口の推移と推計値 

＊  実績値は国勢調査による  

＊  推計値は実績値を用い、コーホート要因法により算出  

 

 

 

 

 



3- 

 
3

3）多様化する住民ニーズへの対応 

住民の価値観・ニーズは多様化しています。また、環境問題､福祉、その他

の様々な行政課題に対して、市町村行政が適切に応えていけるような体制づ

くり・施策の強化を進めていく必要性が高まっています。 

新市域においては、住民意識調査結果にも表れているように、自然環境を

活かしたまちづくり、産業振興や新たな雇用創出等への、より一層の取り組

み強化が求められています。また、将来の地域間競争を考えると、高度情報

化、環境保全、教育等の様々な面に留意しながら、いかに魅力ある個性的な

取り組みを行っていくかが重要です。 

このような課題に現在の各町が単独で対応するには限界があります。人

的・財政的な対応を可能とし、積極的な役割を果たすための新しい体制の構

築が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民意識調査 まちの将来像  

 

 
 
 

N=3,120

52.5%

12.4%

18.8%

55.1%

21.7%

24.5%

17.7%

47.5%

37.7%

33.7%

6.8%

3.8%

19.6%

16.3%

6.9%

2.4%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

海岸や海浜などの美しい景観や水・緑を生かした自然豊かなまち

地域の歴史的資源や伝統・文化を生かしたまち

自然と調和した農林漁業が活発なまち

工業・商業・サービス業などが活発で、働く場に恵まれた産業のまち

道路・下水道・市街地などが整備された都市基盤充実のまち

快適に暮らせる住まいや居住環境に恵まれたまち

災害や事故のない安全なまち

 高齢者や障害者などすべての人が安心して暮らせる福祉のまち

医療体制と健康づくり施策が充実した健康のまち

保育所・幼稚園・学校が充実し、子供たちが地域で健全に育つまち

文化・創作活動や生涯学習活動のさかんなまち

スポーツ活動のさかんなまち

多くの観光客が訪れ、人々との活発な交流が行われる観光のまち

ごみ減量やリサイクル活動など、環境問題に積極的に取り組むまち

情報や通信機能の発達した高度情報化のまち

国際交流に積極的に取り組むまち

その他
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住民意識調査 将来望まれる施策

N=2,553

42.1%

18.1%

18.3%

21.8%

10.2%

9.3%

13.6%

7.4%

14.8%

8.4%

6.7%

8.7%

12.2%

6.0%

12.5%

22.7%

34.5%

34.5%

18.1%

49.2%

13.6%

13.2%

13.2%

2.4%

7.4%

4.0%

5.2%

14.2%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

地域外との行き来が便利になるような幹線道路網の整備

日常生活に利用する生活道路網の整備

公共交通の充実

上下水道の整備

情報通信基盤の充実

住宅対策の推進

公園や緑地など身近ないこいの場の充実

公民館、集会場等の身近なコミュニティ施設の充実

安全対策・体制の推進、強化（防災、交通安全、消防体制の充実
など）

スポーツ施設など住民が健康的な活動を行える場の整備・充実

生涯学習機会の創出や支援施設の充実

美術館・ホールなどの文化的施設の充実

地域の豊かな自然とより一層親しめる取り組みの強化

地域の特色ある歴史資源の活用によるまちづくり

学校教育施設の充実

子育てを支援する体制・施設の強化

福祉的施設、体制の充実

保健・医療施設、体制の強化

農林漁業の振興

工業の振興や地域内での雇用の場の確保

商業の振興や買物の利便性、サービスの向上

観光振興への取り組みの強化

リサイクルの推進など、環境対策の強化

地域間・国際間交流の推進

人権尊重や男女共同参画社会づくり

行事やイベントなどの住民交流のための機会の充実

NPOやボランティア活動の推進に向けての取り組みの強化

住民参加によるまちづくりの推進

その他

生
活
基
盤

教
育
・
文
化
・
健
康
・
福
祉

産
業

住
民
も
取
り
組
め
る
施
策
等
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（（ 22）） まま ちち のの 活活 力力 のの 向向 上上 とと 市市 町町 村村 のの 役役 割割   

人口減少が見込まれるなか、まちの活力を維持・強化していくためには、

未来を担う人材を育成するとともに、まちのにぎわいを創造することが重要

となります。 

合併を契機に、6 町が一体となることで、現在の各町が有する資源（自然環

境、歴史資源等）を共有することや、数多くの人材、多様なアイデアを集め

ることが可能となります。こうした広域的な視点に立つことで、観光的魅力

の強化や、住民活動の広がり等が期待され、まちの活力の維持、強化へ向け

大きなメリットを生むものと考えられます。 

また、こうした取り組みの推進や、新市の誕生は、まちのイメージアップ

への効果も期待されます。 

 

（（ 33）） 地地 方方 分分 権権 でで 高高 まま るる 市市 町町 村村 のの 役役 割割 強強 化化   

個性豊かで活力に満ちた地域社会を目指す社会において、地方分権の推進

主体である市町村の役割は、一層重要となってきています。 

地方分権の推進により、国や府県から権限の委譲が進むなか、自治体には

「自己決定・自己責任」能力が強く求められることになります。この場合、

自治体の人的・財政的能力の違いが、住民への行政サービスの差や地域振興、

まちの活性化などに直接的に影響することが予想されます。 

このため、住民ニーズ、地域の特性、時代の変化に応じたまちづくりを適

切に進めていく「主体性」や、財政基盤や社会環境等の変化に対応できる「自

立（律）性」が重要となります。従来のように国や府に依存して事務を処理

するのではなく、自ら政策を企画立案し、住民に説明し、実施することが必

要となります。 

こうした地方分権の推進に適切に対応していくためには、より有能な職員

の確保、専門的人材の育成などを進めていくとともに、より簡素で効率的な

行政運営を図っていくことが必要であり、現在の町の体制のままでは対応が

厳しい状況にあります。 
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（（ 44）） 行行 財財 政政 のの 効効 率率 化化 にに 対対 すす るる 市市 町町 村村 のの 積積 極極 的的 なな 取取 りり 組組 みみ   

1）厳しい財政状況への対応 

国、地方を合わせた長期債務残高は、平成 14 年度末で 693 兆円（国民 1 人

当たり約 544 万円）に達する見込みであるなど、国や地方の財政は極めて厳

しい状況にあります。 

このような状況のなか、地方交付税制度の見直しが論議されるなど、地方

自治体はさらに厳しい財政運営を強いられることは必至と考えられます。ま

た、住民ニーズの多様化や地方分権の進展への対応も求められる状況のなか、

将来的には小規模市町村ほど厳しい財政運営を迫られることが予想されます。 

現在の各町は、財源を国や府からの交付金や補助金に依存する割合が高く、

自主財源は 20～41%（平成 13 年度）となっています。また、地方債残高は各

町ともに増加する一方、積立金残高は近年減少の傾向を示しています。さら

に、公債費 ※ 3、扶助費 ※ 4、補助費 ※ 5等の経常的経費が、近年高まる状況にあり、

新しい行政ニーズに対する財政的余力が減少しています。 

このように各町の財政は、極めて厳しい状況にあり、現状の住民サービス

を維持し、さらに住民サービスを向上させていくことは、困難な状況にあり

ます。 

限られた財源の中で、より効率的な財政運営を確立するためには、人件費

など管理経費の削減等による経費の効率化を図るなど、合併を契機とした行

財政基盤の強化が必要となります。 

 

2）納税者としての住民の意識への対応 

厳しい地方財政状況の下、地方税の充実確保を図っていくうえで、納税者、

生活者である住民の幅広い理解を得なければなりません。 

民間企業等においても雇用調整等の経営合理化策等が講じられている社会

経済情勢の下、地方自治体においても、徹底した行財政改革を実施する必要

があります。 
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44  

  

（（ 11）） 新新 市市 のの 将将 来来 像像   

新市建設に向けた将来像と基本的な考え方（基本理念）を以下のように設定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来像＞ 
ひと、みず、みどり 歴史と文化が織りなす交流のまち 

＜基本理念＞ 
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基 本 理 念 
 
 ■豊かな自然や歴史・文化の恵みを市民のくらしに積極的に活かしていきます 

 
新市域の海・山・川の豊かな自然環境や歴史・文化、自然の中で育まれた

農林水産資源は、独自の大きな特色・魅力であり、郷土の象徴となっていま

す。 

こうした「恵み」を、新市の誇り・宝として、次世代に引き継ぐとともに、

全国(世界)に発信していきます。 

また、自然のもつ「心身のリフレッシュ効果、素材の魅力等」は大きな力

と可能性を有していることから、市民生活の豊かさに、まちの魅力・個性づ

くりに、積極的に活かしていくまちづくりをめざします。 

そうした自然や恵みに日常的にふれ親しむ機会を増やすことで、地域（資

源やひと）への愛着や誇りをより一層高めていきます。 

 
 
  
 ■ともに支え合い、安心して暮らせる健康・福祉のまちづくりをめざします 

 
少子高齢社会の進行等を反映して、福祉や健康（医療）に関する住民要望

が高くなっています。 

このため子どもが健全に育ち、女性が安心して働くことのできるまちづく

りをめざします。 

また、長寿社会や健全な社会を支える基本は健康にあり、医療・保健・福

祉サービス・体制の充実・強化をめざします。 

さらに、効果的な医療・保健・福祉サービスの提供のためには、市民自ら

の主体的な取り組みが不可欠であり、「日常的な健康管理の推進」や、「ボ

ランティア活動など市民が相互に助け支え合う環境づくり」が重要でありま

す。こうした取り組みが促進されるまちづくりをめざします。 

また、新市域の魅力である自然を活かし、健康増進・スポーツ活動等を支

援する環境づくりなど、特色ある取り組みの推進をめざします。 
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■ひとが育ち、未来に飛躍するにぎわいのあるまちづくりを進めます 

 
住民意識調査にも強く表れているように「雇用の確保」と「にぎわいの創

出（商業・娯楽施設的な機能の強化）」が大きな課題となっています。 

このため、既存の産業の振興はもとより、新たな企業の誘致や商業サービ

ス機能の強化、多様な産業、高等教育機関との連携による競争力の強化をめ

ざします。また、新市域の特性である自然の「恵み」の積極的活用や、観光

振興等による交流人口の増大に対応した各種産業の活性化を進めていきます。 

加えて、交通・情報基盤などの多様な交流基盤・環境づくりにより「人と

人、人と地域、地方と大都市（海外）との交流促進」を図ります。 

また、近年の厳しい社会経済環境のなか、産業の活性化やまちのにぎわい・

活力づくりを進めていくためには、社会環境の変化に柔軟かつ適切に対応し

ていけるよう「自立した主体的な市民の取り組み」が重要であると考えます。 

このため、「市民」自らが、産業・文化・生涯学習等の様々な面で、創造

的な活動を活発に行うことができる「環境づくり」を進め、新市の文化の発

信力を高めていくまちづくりをめざします。 

また、創造性・自主性・個性等を尊重した教育・育児環境の充実など、未

来の新市を担う豊かな人材が育っていくまちづくりをめざします。 

さらには、こうした市民の自立(律)した取り組みを支える行政は、透明性

を確保し、かつ、効率性をより高める仕組みを導入することにより、市民・

企業・行政がお互いに連携を強め、まちの活力を育て、支え合うことが可能

となります。こうした取り組みが行える市民参加型のまちづくりを進めてい

きます。 
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（（ 22）） 新新 市市 建建 設設 のの 基基 本本 方方 針針   

1）思いやりと健全な心身をそだてるまち 

 
健全な市民生活を支える基本は、健康にあるといえます。 

少子高齢化がますます進行する社会においては、すべての人たちが健康的に自立した生

活を送れるような環境を形成していくことが重要です。 

また、広大な面積を有する新市においては、どこに住んでいても不安の無い生活ができ

る、医療・福祉体制の構築が必要不可欠です。 

そのため、市民の健康維持・増進につながる医療施設・サービスの充実・連携を図ると

ともに、福祉関連施設の効率的整備、専門スタッフの充実等、全域的に高度なサービスの

提供を行っていきます。 

さらに、子どもからお年寄りまで、健康・スポーツ活動を日常的に楽しめる環境づくり

を推進するとともに、全域的に分布する温泉などを活かした、心身にわたる健康支援、く

つろぎの機会充実を図ります。 

 

2）地域の産業を活性化し、働く場を創出するまち 

 
新市域の産業は、ちりめん産業の低迷、就労者の減少や高齢化、後継者不足といった課

題があり、まちの活力の維持・強化に向けても、産業の活性化は必要不可欠です。 

産業の活性化に向けては、各産業に係わる基盤施設の充実を図る一方で、合併を契機と

して、より広域的な視点から、技術、人材、情報等の集積、連携の強化に努め、新たな特

産品の開発や高付加価値化、自然・歴史資源等を活かした観光レクリエーション施設のネ

ットワーク化といった取り組みを推進します。 

また、地産地消※6のための仕組みづくりなど、社会経済情勢の変化への対応力が強い、自

立ある産業構造づくりを推進します。 

さらに、幅広い人材活用やＵＪＩターン※7支援など、新たな就労の場づくり、人材・企業

の育成を図ることで、活気ある産業環境の育成・強化を図ります。 
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3）ひと・地域の連携を推進する交流のあるまち 

 
交流は、にぎわいや刺激を生み、地域の結びつき・愛着を育むものです。 

こうした交流の促進に向け、道路や鉄道といった、京阪神等との広域的な交流に資する

交通基盤づくりを進めます。 

また、新市が有する資源や機能を共有し、効果的かつバランスある発展を図るため、観

光レクリエーションの拠点や市街地等を結ぶ地域内幹線道路の整備、バス網等の公共交通

サービスの充実・強化を図り、新市内の連携に資する交通基盤を強化・推進します。 

その一方で、各地で受け継がれてきた歴史・文化・スポーツ活動等の継続的な推進を図

るとともに、新市としての新たなイベント等の交流活動を支援することにより、新市一体

としての郷土意識を醸成し、さらにはより広域的かつ活発な交流人口の増大を目指します。 
 

4）自然や歴史などの地域資源を守り活かすまち 

 

新市域には、全国的にも希少性の高い鳴き砂、アベサンショウウオ等に代表される豊か

な自然が残されており、独自の大きな特色・象徴となっています。また、大陸との交易な

どの歴史を伝える文化財や多くの伝説などに代表される歴史資源も貴重な財産です。 

こうした自然や歴史資源を新市の宝としてよりよい形に育て、次世代に引き継ぐことは、

私たちの責務と考えます。 

このため、自然や歴史資源の保全・保護に努めます。さらに、それぞれの特色・魅力の

強化を図り、多様な余暇活動ニーズに即した観光・レクリエーション施設としての整備な

ど、新市内外の人が、自然や歴史の魅力を享受できる環境づくりを推進します。 

その一方で、地球規模の環境問題が問われているなか、日常的な社会活動の場における

自然環境への取り組みの重要性も増してきています。省エネルギー※8化、リサイクル※9活動

等を、市民の日常生活、産業活動等の様々な分野で推進し、資源循環型のまちづくりを進

めます。 
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5）快適なくらしをささえる生活基盤の整ったまち 

 
新市が将来にわたって活力を維持していくためには、子どもからお年寄りまで、住みつ

づけたくなる居住環境を形成し、定住化を促進していくことが必要です。 

この、定住促進のためには、日常的な生活空間において、安全で安心して生活でき、快

適性や利便性の高い環境づくりを進めていくことが重要です。 

このため、自然環境の保全や市街地整備等との整合性に留意しつつ、身近な道路網や下

水道整備等、安全で利便性の高い生活のための基盤整備を促進します。さらには、身近な

公園・広場の充実など、市街地・集落環境のより一層の向上に資する快適でうるおいある

環境づくりを推進します。 

さらに、地域情報化に向けた基盤及び体制づくりを推進し、新市の魅力を PR する情報の

発信、生活を豊かにする各種情報サービスの提供を行うとともに、双方向の情報の受発信

機能を活用し、行政―市民間、市民―市民間等のコミュニケーション※10の機会の提供など、

様々な方面にわたる市民生活の魅力や利便性の向上を図ります。 

 

6）豊かな人間性をはぐくむ教育・文化のまち 

 
地域への愛着を深めるには、まずその価値を知ることが第一歩となります。 
そのためには、新市が有する自然・歴史等の資源と日常生活の中で身近にふれあえる環

境づくりを進めることが重要となります。 
一方、今後の文化・教育環境には、主体性・自主性の育成、創造性の育成、生きがいの

創造が求められており、子どもからお年寄りまで、だれもが身近に文化活動や学習活動に

取り組める環境づくりが重要です。 
このため、より一層の学校教育環境の充実を図るのはもちろんのこと、文化財等の周辺

整備や案内施設の設置を行うなど、新市が有する資源を楽しく学べる場づくりを推進しま

す。また、図書館や公民館等を活用し、さらにネットワーク化を図ることで、だれもが日

常的に文化・学習活動を行える環境づくりを進めていきます。 
さらに、多彩なイベントや市民活動を推進・支援することで、芸術・文化・スポーツ活

動を行う機会の提供、サポート体制の強化に努めます。 
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7）自律的な市民参加によるまち 

 
今後の社会環境の変化に柔軟かつ適切に対応し、新市全体が発展していくためには、行

政主導型の施策だけでは限界があります。市民自らが住みやすさやにぎわいを、自らの手

で育てていく、市民の主体的かつ自律的な取り組みが重要となります。 

このため、自治活動を促進するとともに、行政情報の公開を推進し、合併を契機として

あらためてコミュニティ※11の自立を目指します。その一方で、市民活動を支え、より効果の

高い行財政の構築に向けた改革を推進します。 

また、環境・福祉・防災・文化・教育等の様々な面で、ボランティア※12活動等の市民活動

を促進・支援し、自助のこころの醸成を目指します。 

さらに、これらの活動の土台となる、年齢、性別、障害の有無等にかかわらずだれもが

自立し、社会活動に参画できる社会環境づくりを推進します。 
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（（ 33）） 新新 市市 のの 都都 市市 構構 造造   

 
1）連携軸の考え方 

①広域連携軸 
 

北近畿タンゴ鉄道や、計画中の地域高規格道路を柱に、京阪神地方等との、ひと・もの・

情報などの広域的な交流、連携に資する軸として位置付けます。 

また、近隣の観光拠点である天橋立を有する宮津市、住民の日常生活においても行き来

が盛んな福知山市、豊岡市といった近隣都市との連携を強化し、新市における産業や観光

振興、市民の生活利便性の維持・向上を図ります。 

 
 

②地域間連携軸 
 

現在の主要幹線道路（国道 178、312、482 号等）を軸に、新市内の連携に資する柱とし

て位置付けます。この軸の強化を図ることにより、既存施設を含めた新市内の施設を共有

することによる市民の生活利便性の向上を図ります。また、各地に分散する自然環境・歴

史資源などのネットワーク化を推進し、魅力の強化を図ります。さらに、合併後、新市全

体が一体のものとしての郷土意識を醸成する市民間の交流を促進します。 

また、海岸線が連続する伊根町のほか、但東町、出石町等の隣接町との連携・交流を促

進します。 

 
 

2）地区核の考え方 

 
広域な面積を有する新市にあっては、全域にわたって、いかに生活利便性の維持・向上

に努めるかが課題となります。したがって現在の各町の市街地部を中心とする地区を、そ

の周辺の発展を先導し、地域に根ざしたサービスを実現する地区核として位置付けます。 

この地区核及び連携軸上において、全域的な視点から適正な施設整備を推進することに

より、新市全体での市民サービス水準の向上に努めるものとします。 
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3）ゾーン別整備の方向性 

 
新市域には、魅力ある資源の分布、産業の集積が見られます。合併を契機としてそれぞ

れの特性をより一層発展させ、分担・連携させることで、全体での魅力を強化していくこ

とが望まれます。したがって、特性の類似性、連続性、集積性等に配慮し、以下に示すゾ

ーン区分を行います。 
 

①交流わくわくゾーン（観光・水産業） 

3 町にまたがる海岸部の連続性、久美の浜、琴引浜、てんきてんき村をはじめとする観光、

レジャー拠点、山陰海岸国立公園、若狭湾国定公園に指定された景勝、数多く点在する温

泉などといった海岸沿いの資源を活かし、また、水産業の振興を図るなかで、観る・食べ

る・学ぶといった多様な形での海岸の魅力を強化します。 

このことで、観光振興に資するもてなしの拠点、人々の健康増進につながるスポーツ、

リフレッシュの空間を形成し、新市内外の人々の多様な交流あふれるゾーンを形成します。 

 
②安らぎほのぼのゾーン（医療・福祉・農業） 

国営農地、砂丘畑を中心とした野菜、フルーツといった多彩な農産品を活用した農業の

振興を図るとともに、滞在・体験型農業などによる交流の場づくりを進めます。 

また、医療・福祉機能の強化、関連機関との連携を図るなかで、豊かな田園環境の中で

心身ともに安らげるゾーンを形成します。 

 
③体験ふれあいゾーン（森林・高原） 

ブナ林、野間川渓谷に代表されるありのままの自然を守り、ふれあい、体験しながら学

べる自然学習拠点づくりを進めます。 

また、奥山自然体験公園、山村体験交流センター、天女の里などの山村体験型施設や、

スイス村、碇高原などの交流拠点施設を活用し、新市内外の人々が森林・高原の自然を体

験し、また、健康的な活動を行えるゾーンを形成します。 

 
④いきいき賑わいゾーン（商業・工業） 

既存の工業の高度化を図るとともに、京都府織物・機械金属振興センター等と連携する

なか、新たな産業創造を含めた工業振興の拠点づくりを進めます。 

また、既存の商業集積の高度化、活性化を図るとともに、駅前の整備等を進めるなど、

京阪神地域等からの玄関口としてふさわしい機能を充実させます。 

このことで、市民がいきいきと働き、新市内外の人々で賑わいあふれるゾーンを形成し

ます。 
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新市の都市構造 
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55  
  

（（ 11）） 施施 策策 のの 体体 制制   

新市建設の基本方針を実現するために取り組む主要施策の体系を以下に整

理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひ
と
、
み
ず
、
み
ど
り 

 

歴
史
と
文
化
が
織
り
な
す
交
流
の
ま
ち 

■ 

ひ
と
が
育
ち
、
未
来
に
飛
躍
す
る
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す 

■ 

と
も
に
支
え
合
い
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
健
康
・
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す 

■ 

豊
か
な
自
然
や
歴
史
・
文
化
の
恵
み
を
住
民
の
く
ら
し
に
積
極
的
に
活
か
し
て
い
き
ま
す 

基本理念 

将来像 基本方針 主要施策 

  思いやりと健全な心身を

そだてるまち 

地域の産業を活性化し、

働く場を創出するまち 

ひと・地域の連携を推進

する交流のあるまち 

自然や歴史などの地域資

源を守り活かすまち 

快適なくらしをささえる

生活基盤の整ったまち 

豊かな人間性をはぐくむ

教育・文化のまち 

自律的な市民参加による

まち 

■ 医療体制の充実 
■ 保健・福祉サービスの充実 
■ スポーツ・健康増進活動の推進

■ 地域の農林水産業の活性化・高
度化支援 

■ 多様な観光産業の振興 
■ 商工業の振興によるにぎわい

づくり 
■ 次代を担う人材の育成と新た

な産業の導入・支援 

■ かけがえのない自然環境や歴
史資源の保護・保全 

■ 独自の地域資源を活かしたま
ちの個性・魅力づくり 

■ 資源循環型社会の構築 

■ 安全で利便性の高い生活基盤
の整備 

■ 個性的ですべての人にやさし
い住環境の整備 

■ 地域情報化に向けた基盤・体制
づくり 

■ 身近な道路交通ネットワーク
の整備促進 

■ 個性を伸ばし、考える力を育て
る学校教育の充実 

■ 地域特性を活かした生涯学習
の推進 

■ 芸術・文化・スポーツ活動の振
興 

■ 行政改革を加速し、情報公開を
進め、自立を促す地域自治の確
立 

■ 自助のこころを醸成する、ボラ
ンティア等の市民活動の支援

■ 人権を尊重し、すべての人が社
会参画できるまちづくり 

■ 広域交流を支える交通アクセ
スの強化 

■ 独自の地域資源を活かした交
流機会の創出 

■ 公共交通サービスの強化 
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（（ 22）） 新新 市市 のの 主主 要要 施施 策策   

1）思いやりと健全な心身をそだてるまち 

 

● 医療体制の充実 
より一層多様で高度な医療ニーズに応えるため、医療機関における医療施設・機器等の充実を

図ります。 

また、いつでも、どこでも安心して医療サービスを受けられる医療環境づくりを目指し、保健・

福祉分野等との連携の強化や、救急・休日体制の充実を進めるなど、きめ細かな医療体制の確保

を図ります。 

 
● 保健・福祉サービスの充実 

すべての人が健康で心豊かな暮らしを営める社会を目指し、保健・福祉に係る各種支援体制・

機能の充実を図ります。 

また、公共交通や高度情報通信基盤等を活用した、身近で利用しやすい保健・福祉サービスの

提供に努めます。 

さらに、安心して子育てができるための支援体制の強化、保育環境の充実等の取り組みを推進

します。 

 

● スポーツ・健康増進活動の推進 
市民一人ひとりの自主的な健康づくりを促進するため、市民が日常的に取り組むスポーツ・健

康増進活動を支援します。 

また、新市に分布する温泉資源を活用した施設の整備、充実を図ることにより、新市内外の人々

が集い、心身ともにくつろげる場の創出を図ります。 
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主要施策 主要事業 事業概要 

医療施設整備事業 ・ 病院、診療所整備事業等 

 

 

 

高度医療機器整備事業 ・ 医療機器整備事業 

地域包括医療※13体制強化事業 ・ 医療審議会※14の設置 

・ 地域医療体制の充実 

医療体制の充実 

救急・休日医療体制確保事業 ・ 在宅当番医制の充実など救急・休日

医療体制の強化 

福祉の拠点づくり事業 ・ 総合保健福祉センター整備の検討、

地域の支援拠点機能の充実等 

 

介護・援護支援事業 ・ 障害者等社会復帰支援施設等整備

の支援 

・ 高齢者福祉施設整備の支援、高齢者

や障害者の自立と社会参加促進事

業 

・ 生きがいと就労確保支援事業等 

保健支援事業 ・ 各種検診事業の充実、移送サービス

の充実 

・ 広域的な保健事業の実施等 

保健・福祉支援システム構築事業 

  

 

・ 双方向情報システム利用在宅介

護・健康管理支援システムの構築 

子育て支援事業 ・ 子育て支援センターの整備の検討 

・ エンゼルプラン※15の策定等 

保健・福祉サービスの充

実 

保育環境整備事業 ・ 保育所施設の整備充実 

・ 延長保育・乳児保育等の充実 

・ 幼保一元化等の保育・就学前教育の

高度化の検討 

スポーツ・健康活動支援事業 ・ 市民の健康づくり活動の支援等 スポーツ・健康増進活動

の推進 
健康増進の拠点づくり事業 ・ 健康交流施設整備の検討、健康増進

温浴施設整備の検討、国民保養温泉

地指定の検討等 
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2）地域の産業を活性化し、働く場を創出するまち 

 
● 地域の農林水産業の活性化・高度化支援 

農林水産業における生産環境の強化に向け、農林道や漁港等の基盤の充実を図ります。 

また、豊かな自然環境の中で多彩な農水産物を育む、新市の農林水産業の特性を活かし、多様

な流通販売体制の構築、付加価値性の高いブランド品の開発等を進めます。 

さらに、就業者の減少、高齢化等が進行するなか、農林水産業の担い手の確保・育成のための

取り組みを支援します。 

 

● 多様な観光産業の振興 
観光産業の振興に向けた新市独自の個性や魅力を強化するため、ちりめん産業に代表される伝

統産業や、山林や海岸等の多彩な自然環境等を活用した滞在・体験型の観光施設の整備、充実を

図ります。 

また、観光施設・資源間の連携強化やネットワーク化等により、新市全体で観光的魅力の増幅

を図ります。 

さらに、観光案内、情報発信設備の充実により、来訪者への適切な情報提供や広域的な PR の強

化を図ります。 

 
● 商工業の振興によるにぎわいづくり 

商業の活性化に向けては、まちなみや景観整備等による商店街等の魅力の強化を進めるととも

に、関係組織の強化や地域に根ざしたきめ細やかなサービスの展開等の取り組みを促進、支援し

ます。 

工業の振興に向けては、新たな企業誘致やベンチャー企業の育成等を促進する立地基盤の強化

を図ります。 

また、既存の工業の活性化に資する各種支援体制の強化に努めます。 

 

● 次代を担う人材の育成と新たな産業の導入・支援 
新市の産業を担う人材の確保に向け、積極的な情報提供等によるＵＪＩターンへの支援を進め

るとともに、高等学校等の関係機関との連携による人材の育成に努めます。 

また、大学等の高等教育機関との連携により、既存産業の高付加価値化や新たな産業の導入を

促進します。 
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主要施策 主要事業 事業概要 

農林水産業基盤整備事業・整備促進事

業 

 

・ ほ場整備事業、農道整備事業、林道

整備事業、漁港整備事業等 

農村生活環境づくり事業 ・ 農村生活基盤整備事業 

 

多様な流通・販売体制構築事業 ・ 朝市や産直等によるチャンネル拡

大※16事業、地産地消のしくみづく

り等 

地域産品ブランド化事業 ・ 農林水産品加工施設整備事業等 

・ 京の園芸産地育成支援事業、特産物

流通支援事業、丹後のおいしい米づ

くり支援事業等 

地域の農林水産業の活

性化・高度化支援 

農林水産業の多様な担い手の確保・育

成事業 

・ ふるさとのあすをひらく新規就農

事業・法人化促進事業等 

 

伝統産業観光化促進事業 ・ ちりめん産業の観光資源化への検

討等 

滞在・体験型観光プログラム創造事業 ・ 交流体験施設整備、マリンレジャ

ー・海釣り公園等整備事業、自然景

観活用交流施設整備事業等の検討 

・ 農村景観活用交流施設整備事業等 

観光施設資源ネットワーク化事業 ・ 観光・温泉施設周遊プラン作成事業

等 

多様な観光産業の振興 

 

 

観光情報提供機能強化事業 ・ 観光案内サイン統一化事業、情報発

信センター設置事業、アンテナショ

ップ※17設置事業等 

商業活性化事業 ・ 商店街再生化事業、中心市街地活性

化事業、地元企業の育成、消費者ニ

ーズに対応した地域密着型商業の

展開、既存産業支援事業、起業家支

援事業、商業者の協業化、融資･助

成制度の充実等 

工業立地基盤整備事業 ・ 丹後地域産業拠点（エコ・クリエイ

ティブパーク※18）整備の促進と形

成、工業団地造成事業、企業誘致、

ベンチャー企業の育成等 

商工業の振興によるにぎ

わいづくり 

 

 

工業活性化事業 ・ 織物業・機械金属業等の振興、融

資・助成制度の充実等 

UJI ターン支援事業 ・ 雇用関係機関・組織との連携、企

業・雇用情報等の提供等 

人材育成事業 ・ 府立高校・丹後地域職業訓練センタ

ーとの連携等 

次代を担う人材の育成と

新たな産業の導入・支援 

研究機関等連携促進事業 ・ 丹後サテライト・オフィス※19や丹

後地域職業訓練センターとの連携、

研究機関の誘致、大学等高等教育機

関との連携交流等 
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3）ひと・地域の連携を推進する交流のあるまち 

 
● 広域交流を支える交通アクセスの強化 

京阪神等との広域的な交流を促進する交通ネットワークの強化に向け、道路網については、地

域高規格道路の早期整備を働きかけます。鉄道網については、北近畿タンゴ鉄道の利便性の充実

や主要駅及びその周辺の整備を図ります。 

また、新市内の連携・交流を活発にし、一体となったまちづくりを推進していくため、新市内

の幹線道路の整備、充実を図ります。 

 
● 独自の地域資源を活かした交流機会の創出 

新市の知名度の向上や交流人口の増大、新市に対する郷土愛の醸成を図るため、新市が一体と

して取り組むイベント等の交流機会の創出に努めます。 

また、新市内で受け継がれてきた特色ある行事やまつり等についても、その継続、発展に向け

積極的に支援します。 

 

● 公共交通サービスの強化 
公共交通サービスの機能確保に向け、既存のバス路線等の維持に努めます。 

また、すべての人が不自由なく快適に移動できる公共交通サービスの実現に向け、コミュニテ

ィバス※20、福祉タクシー※21等の充実・強化に向けた検討を進めます。 
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主要施策 主要事業 事業概要 

広域交通ネットワーク整備促進事業 ・ 地域高規格道路（鳥取・豊岡・宮津

自動車道）の整備促進、基幹道であ

る国・府道の整備促進等 

鉄道利便性向上事業 ・ KTR 利用促進事業、駅舎及び駅前整

備事業等 

地域内幹線道路整備促進事業 ・ 主要地方道の整備促進、一般府道の

整備促進等 

広域交流を支える交通ア

クセスの強化 

地域内幹線道路整備事業 ・ 幹線市道整備事業、都市計画街路事

業、踏切改良事業等 

広域交流イベント事業 ・ 新市合併記念イベント、歴史街道丹

後１００キロウルトラマラソン等 
独自の地域資源を活かし

た交流機会の創出 
地域内交流支援事業 ・ 地域のまつりの開催支援等 

公共交通確保対策事業 ・ 地方バス路線運行維持対策事業等 公共交通サービスの強

化 
だれにもやさしい公共交通サービス

強化事業 

・ コミュニティバス導入の検討、福祉

タクシーの充実等 
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4）自然や歴史などの地域資源を守り活かすまち 

 
● かけがえのない自然環境や歴史資源の保護・保全 

新市の大きな特色となっている自然環境を将来にわたっても守り、育てていくため、山林や海

岸等の保全に向けた施策を推進するとともに、条例化等のルールづくりによる、市民―事業者―

行政が連携した保全体制の強化を図ります。 

また、歴史的資源についても、伝統芸能の継承支援や文化財の保護等の取り組みを進め、その

保存を図ります。 

 

● 独自の地域資源を活かしたまちの個性・魅力づくり 
自然環境や歴史資源を特色ある地域づくりや観光等に積極的に活用していくため、レクリエー

ション拠点、学習の場等として必要な機能の充実や施設の整備を推進します。 

また、これらの地域資源の周辺における個性や美しいまちなみづくりを創造する、良好な景観

形成に向けた整備を進めます。 

 
● 資源循環型社会の構築 

身近な自然はもとより、地球環境にやさしい循環型社会の構築に向けて、省エネルギーやリサ

イクルの取り組み、ゴミ・廃棄物の適正な処理等を、新市が一体となって推進します。 

また、循環型産業や新エネルギー等の導入・活用に向けた研究活動、実証事業を促進、支援し

ます。 
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主要施策 主要事業 事業概要 

自然環境・景観保全事業 ・ 国立・国定公園保全活用事業等 

・ 棚田地域等保全整備事業等 

・ 海浜保全事業、森林保全事業 

自然環境・景観条例制定事業 ・ 環境基本条例・景観条例の制定 

かけがえのない自然環

境や歴史資源の保護・保

全 

歴史資源保存事業 ・ 伝統芸能の継承支援、文化財の保護

等 

歴史と文化のまちづくり事業 ・ 古墳等の歴史資源周辺環境整備事

業、丹後王国文化・歴史遺産の公開

の検討等 

独自の地域資源を活かし

たまちの個性・魅力づくり 
良好なまちなみ景観形成事業 ・ 自然景観に配慮した道路づくり事

業等 

・ 歴史的まちなみ保全事業、温泉街の

雰囲気づくり事業の検討等 

ゴミ・廃棄物処理体制強化事業 ・ 資源ゴミリサイクルの推進、不法投

棄の防止、産業廃棄物の適正処理等

環境保全活動支援事業 ・ ゴミゼロ市宣言都市 

資源循環型社会の構築 

循環型エネルギー研究・実証事業 ・ 資源循環型農林業推進事業※22等 
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5）快適なくらしをささえる生活基盤の整ったまち 

 
● 安全で利便性の高い生活基盤の整備 

安全で安定した給水体制の確立に向けた上水道整備、公共水域の水質保全を含めた下水道整備

等、市民の日常生活に欠かすことのできない生活環境基盤の整備を推進します。 

また、災害に強く、市民が安全に暮らせるまちづくりを進めるため、河川や港湾等の改修整備、

防災・安全施設・体制の強化を図ります。 

 

● 個性的ですべての人にやさしい住環境の整備 
秩序ある土地利用を図りつつ、新市の豊かな自然環境を活かした身近な公園や緑地等の整備、

優良な宅地や住宅の供給といった快適な住環境の形成に向けた整備を進めます。 

さらに、公共施設等のバリアフリー化を進め、高齢者や障害者を含めたすべての人にとって暮

らしやすい地域づくりを進めます。 

 

● 地域情報化に向けた基盤・体制づくり 
近年の急速な情報化に対応するため、高速情報通信基盤網を新市全域に構築し、情報格差の是

正や難視聴地区の解消を図ります。 

これらの高度情報通信基盤を活かし、福祉、防災、教育など様々な分野における市民サービス

の向上や行政事務の効率化等に向けた、新たなシステムの導入を検討します。 

 
● 身近な道路交通ネットワークの整備促進 

日常的な市民生活に密接な関わりを持つ生活道路については、利便性の向上や冬季における円

滑な移動の確保等を考慮しながら、計画的な整備を進めます。 

また、自転車・歩行者の散策ネットワークの構築により、歩行者や自転車が楽しく移動できる

環境づくりを進めます。 
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主要施策 主要事業 事業概要 

生活環境基盤整備事業 

 

・ 各種上下水道事業、特定地域生活排

水処理事業※23、共同汚泥焼却施設

設備整備事業※24等 

・ 斎場整備事業 

水辺環境整備事業 ・ 河川改修事業、港湾整備事業、河

川・湖沼・海浜の水質保全・美化等

安全で利便性の高い生

活基盤の整備 

防災・安全環境整備事業 ・ 防災行政無線(固定系)整備 

身近な公園・緑地整備事業 ・ ポケットパークの整備事業等 

・ 花いっぱい運動の推進 

優良住宅整備事業 ・ 公営住宅建替え事業、宅地造成事業

個性的ですべての人に

やさしい住環境の整備 

地域バリアフリー化※25促進事業 ・ 駅・公的施設等のバリアフリー化促

進事業等 

地域情報化推進事業 ・ 広域情報ネットワーク整備事業（Ｃ

ＡＴＶ※26・電子申請、届出※27・高

速インターネット接続・ＩＰ電話※

28など） 

電子自治体構築事業 ・ 地域イントラネット※29整備事業

（行政情報提供システム・公共施設

予約システム・図書館情報提供シス

テム・防災情報提供システム・観光

情報提供システムなど） 

・ 業務系システム構築事業 

・ 財務会計システム構築事業 

・ 戸籍電算化事業 

・ 投票管理システム構築事業 

地域情報化に向けた基

盤・体制づくり 

電子投票導入検討事業 ・ 電子投票導入の検討 

人にやさしい生活道路整備事業 ・ 市道整備事業、都市計画事業等 

冬期の円滑な交通の確保対策事業 ・ 除雪体制の充実 

身近な道路交通ネットワ

ークの整備促進 

自転車・歩行者散策ネットワーク形成

事業 

・ 歴史街道※30等の自転車、歩行者散策

ネットワーク整備の検討等 
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6）豊かな人間性をはぐくむ教育・文化のまち 

 
● 個性を伸ばし、考える力を育てる学校教育の充実 

学校教育においては、基礎・基本を大切にし、学力の向上を目指した各種学習プログラムの導

入を図ります。 

また、高度情報通信基盤を活用した情報教育等、多様な個性や能力を活かす教育環境システム

の充実を図ります。 

さらに、老朽化した小中学校等の校舎の改修など、安心して楽しく学習できる教育環境づくり

を進めます。 

 
● 地域特性を活かした生涯学習の推進 

歴史と文化にあふれた新市の特性を活かすとともに多様化する学習ニーズに応えるため、市民

が主体的に学習活動を行える生涯学習施設の整備、充実を図ります。 

また、高度情報通信基盤を活用し、これらの施設間のネットワーク化を図るなど、より身近に

学習できる生涯学習環境を形成します。 

さらに、市民を講師とした地域学習活動を行うなど、学校、家庭、地域等が連携した個性ある

学習体制の充実を図ります。 

 
● 芸術・文化・スポーツ活動の振興 

市民が優れた芸術・文化等に触れることのできる機会の創出に努めるとともに、市民の自主的

な文化活動拠点の整備、活動の支援を行うことで、新たな市民文化の醸成を図ります。 

また、体育施設の高度化や各種スポーツ大会の開催等を通じて、市民のスポーツ活動の活発化

と競技力の向上を図ります。 

青少年の健全育成に向けては、関連団体の育成・組織の連携、強化を促進します。 
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主要施策 主要事業 事業概要 

基礎・基本を大切にする学校教育環境

づくり事業 

・ T・T※31授業、習熟度別学習システ

ムの積極的活用等 

・ 国際化教育の充実 

・ 新たな教育システムの導入検討 

・ 教育の資質の向上と教育相談事業

の充実 

・ 幼保一元化等の保育・就学前教育の

高度化の検討 

情報活用教育支援事業 ・ マルチメディア教育※32導入支援事

業等 

個性を伸ばし、考える力

を育てる学校教育の充実 

小中学校改築・教育施設高度化事業 ・ 各小中学校改修事業等 

生涯学習拠点づくり事業 ・ 生涯学習センター等の整備の検討 

・ 地区公民館拠点整備事業 

 

生涯学習施設ネットワーク化事業 ・ IT 講習等の充実 

・ 図書館の情報等ネットワーク化事

業 

地域特性を活かした生涯

学習の推進 

地域学習プログラム推進事業 ・ 市誌編纂事業、達人バンク制度※33

の導入等 

芸術・文化・スポーツ活動拠点づくり

事業 

・ 丹後王国文化・歴史遺産の公開の検

討等 

・ 高度な芸術・文化・スポーツ体感の

場創出事業 

・ 社会体育施設整備事業等 

芸術・文化活動支援事業 ・ 市民の芸術・文化活動の支援、街角

ギャラリー※34の整備等 

スポーツ団体育成事業 ・ 市民のスポーツ団体活動への支援、

各種スポーツ大会の実施等 

芸術・文化・スポーツ活

動の振興 

青少年健全育成事業 ・ 青少年団体の育成、組織の連携強化

等 
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7）自律的な市民参加によるまち 

 
● 行政改革を加速し、情報公開を進め、地区の自立を促す地方自治の確立 

効果的な行政改革に向け、政策評価システムの導入や適正な職員の配置等を進めます。 

また、自治活動の促進、支援を行うとともに、市民が求める行政情報の積極的な公開を進める

ことで、市民が主体的に望ましい暮らしを育んでいく、自立ある地域づくりを目指します。 

 

● 自助のこころを醸成する、ボランティア等の市民活動の支援 
市民一人ひとりに自助のこころを醸成するなかで、ボランティア活動等の市民活動の育成、積

極的な支援を進めます。 

そしてこうした活動を、福祉・環境保全・教育・文化といった様々な分野にわたって、行政と

の協働により進めていく、市民参画型のまちづくりを進めます。 

 
● 人権を尊重し、すべての人が社会参画できるまちづくり 

性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、すべての人が個人として自立し、社会のあらゆる分

野に平等に参画できる社会の実現を目指し、学校、家庭、職場などの様々な場における学習・啓

発活動の促進や支援体制の強化を図ります。 
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主要施策 主要事業 事業概要 

行財政改革推進事業 ・ 政策評価システム※35の導入検討、

職員適正管理計画の策定 

情報公開推進事業 ・ 情報公開条例※36の制定、個人情報

保護条例※37の制定 

行政改革を加速し、情報

公開を進め、自立を促す

地域自治の確立 

自治活動支援事業 ・ 地域自治活動の支援 

・ 公民館の体制整備と活動強化 

自 助 の こ ころ を 醸 成 す

る、ボランティア等の市民

活動の支援 

市民参加型まちづくり支援事業 ・ NPO※38の育成・ボランティア活動の

支援 

・ 社会福祉協議会等との連携 

・ まちづくり基本条例※39の制定 

・ わがまちづくり支援事業※40 

人権を尊重し、すべての

人が社会参画できるまち

づくり 

すべての人の社会参画支援事業 ・ 公募委員等の仕組みづくりの検討 

・ 地域審議会的組織の設立 

・ 人権教育の推進等 

 



 

参考- 

 
1

          
                                   
                                                  
※1 中山間地域････････････  平野の周辺部から山間部に至る、まとまった耕地が少ない地域。 

※2  モータリゼーション････  交通手段が自動車中心となり、自動車が人々の生活の中で広く利用され

るようになること。 

※3 公債費････････････････  市町村が借り入れた資金（借金）の返済に要する費用。 

※4 扶助費････････････････  福祉施設の入所する費用や福祉手当の費用などの各種福祉サービスに要 

する費用。 

※5 補助費･････････････････ 消防署の運営負担や各種団体への補助金等。 

※6 地産地消 ･･････････････  消費者にとっては地域で作られているものを消費する（食べる）、生産者

にとっては食べる人の地域で作る、という意味。 

※7 UJI ターン ････････････  （Ｕターン）地方出身者が出身地へ戻ること。 

（Ｊターン）地方出身者が出身地には戻らず、大都市と出身地の間の他

の地域に移ること、または、出身地の近くの地域に移るこ

と。 

（Ｉターン）大都市で生まれ育った者が地方へ移ること、または地方出

身者が出身地以外の地域に移ること。 

※8 省エネルギー･･････････  エネルギーを効率的に利用することによって、より少ないエネルギーで

大きな効果をあげること。 

※9  リサイクル････････････  資源の節約や環境防止のために、不用品や廃物を再生して利用すること。 

※10 コミュニケーション････  社会生活を営む人間の間に行われる知覚、感情、思考の伝達。言語、文

字、その他視覚・聴覚に訴える各種のものを媒介とするもの。 

※11 コミュニティ･･････････  人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域、およびその人々

の集団。地域社会。共同体。 

※12 ボランティア･･････････  ラテン語の「ボランタス（自由の意思）」が語源。「自らの意思で、見返

りを期待しない社会的貢献」をいう。 

※13 地域包括医療･･････････  治療のほか、保健サービス、在宅ケア、リハビリテーション、福祉・介

護サービスのすべてを包括するもので、全人的医療を提供するもの。 

※14 医療審議会････････････  医師・歯科医師・薬剤師、医療を受ける立場にある者や学識経験者から

なる委員で構成され、地域の医療を提供する体制等に関する事項を審議

する機関。 

※15 エンゼルプラン････････  厚生省が中心となって子育て支援のための施策を作成・推進する「子育

て支援総合計画」のこと。 

※16 流通チャンネル拡大････  消費者のニーズに的確に対応するため、市場流通だけでなく、直販店や

宅配便等を利用した直販ルートや外食産業等の大口顧客との契約取引な

ど、流通の幅を広げていくこと。 

※17 アンテナショップ･･････  都市部での情報発信及び物産販売を行う小売店。町外での交流人口の増

大とそれにともなう誘客の増大、物産の販売拡大。 

※18 エコ・ 

クリエイティブパーク･･････  「環境」をテーマに、環境関連産業が集積するとともに、環境にやさし

いライフスタイルを提案する場を持った産業拠点。 

※19 丹後サテライト・ 

オフィス･･････  府北部の中小繊維・機械産業などをサポートするために京都府織 

物・機械金属振興センター内に設置された「京都工芸繊維大学丹後サテ

ライト・オフィス」を指す。 

※20 コミュニティバス･･････  従来の路線バスではカバーしきれない地域や交通空白地域で運行される

バス。 

※21 福祉タクシー･･････････  お年寄りや体の不自由な方々も利用できるように改良されたタクシーの

こと。 

※22 資源循環型農林業 

推進事業･･････  畜糞、食物残渣、木片、籾殻を堆肥として有効利用する事業。連続炭化

装置、堆肥化施設、堆肥製造プラント他整備。 
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※23 特定地域生活 

排水処理事業･･････  下水道事業で事業実施できない区域の住宅等を対象とし、市が事業主体

となり、戸別の合併処理浄化槽を計画的・集中的に整備管理する下水処

理事業。 

※24 共同汚泥焼却施設 

設備整備事業･･････  下水道事業で発生する汚泥、家庭から出される焼却ゴミの焼却灰を溶融

してスラグ化し、砕石等として再利用するための溶融炉施設の整備事業。 

※25 バリアフリー化････････  高齢者、障害者等が利用しやすいよう狭い通路や段差等を解消し、高齢

者や障害者等と健常者との障害・障壁を取り払うこと。 

※26 ＣＡＴＶ･･････････････  ケーブルテレビ、有線テレビ。同軸ケーブルや光ファイバーなどの有線

で、テレビ放送や各種の情報を加入世帯の受像機に分配する。 

※27 電子申請、届出････････  各種申請や届出等の手続きをインターネット上でオンライン化。 

※28 ＩＰ電話･･････････････  インターネット（ＩＰ「インターネット・プロトコル」）を利用して提供

される音声通話(電話)サービスのこと。 

※29 イントラネット････････  インターネットの技術を利用して構築される企業内情報通信網のこと。 

※30 歴史街道･･････････････  近畿の歴史文化資源をいかし、日本文化の発信基地づくり、新しい余暇

ゾーンづくり、歴史文化をいかした地域づくりをめざす計画。市域では、

北丹後地区「丹後王国まほろば海道」と口丹後地区「絹と伝説がおりな

すロマン街道」があり、丹後の豊かな歴史遺産を保全しながら全国に発

信・観光客の誘致を図る取り組みの総称。 

※31 T．T･････････････････  「Team Teaching」の略。授業組織の一様式で、ふたりもしくはそれ

以上の教師が、協力して、同じ生徒グループの授業全体、または、その

主要部面について、責任を持つもの。 

※32 マルチメディア教育････  知識を楽しく疑似体験できるという視聴覚教育の長所と個性に応じた学

習を双方向でやりとりするというコンピュータ教育の長所を兼ね備えた

教育。 

※33 達人バンク制度････････  産業や地域の歴史等に関する知識や技術に優れた高齢者などを達人とし

て登録制度を設け、生涯学習や文化振興の指導者や担い手とする制度。 

※34 街角ギャラリー････････  商店街の店舗内のスペースなどを利用して、街なかで作品を展示する小

さなギャラリー。 

※35 政策評価システム･･････  自治体が実施している施策や事務事業の成果、執行状況を、自治体自ら

が住民の視点に立って点検・評価し、 その結果を次の企画・立案に活か

すことによって政策の質的向上を図るためのシステム。 

※36 情報公開条例･･････････  自治体に対し、自治体の保有する情報の公開を求める権利を住民の権利

として制度的に確立するもの。 

※37 個人情報保護条例･･････  自治体による個人情報の収集・利用などは本人の同意を前提とし、目的

外の利用を禁じるなどの適正管理を定める条例。また、本人から申し出

があった場合、個人情報の開示や訂正を認めるもの。 

※38 NPO･････････････････  「Non Profit Organization」の略で、利益を追求することを主目的

とせず社会貢献や慈善活動を行う、民間や一般住民によって構成された

活動組織。 

※39 まちづくり基本条例････  「開かれたまちづくり」と「住民主体のまちづくり」を目的とし、自治

体の基本的な運営の仕方を規定する自治体の憲法と言うべき条例。 

※40 わがまちづくり 

支援事業････  住民のまちづくりに関する自主的な取り組みをさらに拡大し、住民が中

心となって考え、住民と行政が役割を分担して行う、地域づくりを積極

的に進めるための市町村が行う支援事業。 



  

  

  

６６町町全全体体のの発発展展にに資資すするるままちちづづくくりりのの重重点点テテーーママとと主主要要事事業業のの整整理理  

  

  

  

  

＜重点テーマの体系＞ 

  

１ 交通ネットワーク形成 ６町全体の活性化を支える 

快適交通ネットワークづくり

２ 商工業の振興 

 

企業・人材育成を支援する 

活力ある商工業の環境づくり

３ 観光交流振興 自然・歴史等の資源を活かした 

魅力ある観光交流圏づくり

４ 情報ネットワーク形成 

 

情報を豊かな市民生活や 

地域振興に活かす環境づくり

５ 環境の保全 

 

自然環境との共生・調和をめざした 

まちづくり

６ 農林水産業の振興 

 

自然の多彩な恵みを活かした 

元気あふれる農林水産業の環境づくり

７ 保健・福祉体制の充実 

 

全ての人が心豊かに暮らせる 

相互扶助と福祉の環境づくり

８ 医療体制の充実 

 

地域包括医療体制の整った 

安心して暮らせる環境づくり

９ 学校教育・社会教育の充実 

 

歴史と文化にあふれた 

6 町の特性を活かした教育環境づくり

10 市民参加のまちづくり 

 

市民と行政の協働で創る 

支えあう地域づくり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各重点テーマの体系シートの表記の説明 
 丸付番号：「重点テーマのねらい」に対応し、主要事業を分類する項目（キー 
      ワード） 

◆  ：主要事業 
○  ：主要事業に含まれる具体的な取り組み（主要事業の概要） 

参考資料 
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交 通 ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 
（６町全体の活性化を支える快適交通ネットワークづくり） 

重点 
テーマの 
ねらい 

新市は、大都市圏との距離が遠く、また、市域は約５００km2 と広大な面積を有

している。こうした条件のもと本地域の活性化を図るためには、利便性が高く快適な

交通ネットワークを形成することが不可欠である。 
このため、大都市圏・主要観光地等と連絡する交通ネットワークの強化を図ると

ともに、広域的な交通条件を充実させることで、新市を訪れる交流人口の増大を促進

していくことが必要である。また、６町間を結ぶ連携軸（地域内幹線道路、公共交通

サービス等）の強化により、６町間の結びつきや連携・交流を活発化させ、一体とな

ったまちづくりを推進していくことが求められる。さらには、お年寄りも含めて全て

の人が、移動や利用しやすい快適な交通環境づくりを進めていくことも必要である。 
また、単に機能面や利便性だけでなく、６町内の良好な自然・歴史等資源を活か

した魅力あるみちづくりなど、地域の個性を活かした展開も望まれる。 

主 要 
事 業 

① 広域交通ネットワークの強化 
◆広域交通ネットワーク整備促進事業 

○地域高規格道路（鳥取・豊岡・宮津自動車道）の整備促進、基幹道である国・府

道の整備促進等 
② 地域内ネットワークの強化 
◆地域内幹線道路整備促進事業 

○主要地方道の整備促進、一般府道の整備促進等 
◆地域内幹線道路整備事業 

○幹線市道整備事業、都市計画街路事業、踏切改良事業等 
③ 公共交通サービスの確保 
◆鉄道利便性向上事業 

○KTR 利用促進事業、駅舎及び駅前整備事業等 
◆公共交通確保対策事業 

○地方バス路線運行維持対策事業等 
④ 人にやさしい交通環境づくり 
◆人にやさしい生活道路整備事業 

○市道整備事業、都市計画事業等 
◆だれにもやさしい公共交通サービス強化事業 

○コミュニティバス導入の検討、福祉タクシーの充実等 
◆地域バリアフリー化促進事業 

○駅・公的施設等のバリアフリー化促進事業等 
◆冬期の円滑な交通の確保対策事業 

○除雪体制の充実 
⑤ 自然・歴史等資源を活かした魅力あるみちづくり 
◆自転車・歩行者散策ネットワーク形成事業 

○歴史街道等の自転車、歩行者散策ネットワーク整備の検討等 
◆良好なまちなみ景観形成事業 

○自然景観に配慮した道路づくり事業等 
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商 工 業 の 振 興 
（企業・人材育成を支援する活力ある商工業の環境づくり） 

重点 
テーマの 
ねらい 

バブル経済崩壊後の長引く不況のなか、産業界全体が沈滞化傾向にあり、新たな

雇用の確保が難しい状況にある。住民意識調査結果にもあるように働く場の確保、若

者の定着への施策が強く求められ、まちの活性化には、商工業の活性化や、次世代を

担う若者の活力が不可欠である。 
そのような中、商店街等の活性化のため、既存組織の強化や地域に密着したきめ

細かなサービスの強化、まちなみや商店街の環境整備などを促進するとともに、効果

的な支援が望まれる。その一方で、安全・安心な消費活動を積極的に支援していくこ

とも求められる。 
また、工業団地などの工業立地基盤の整備を進め、新たな企業誘致やベンチャー

企業の育成を図っていくことが必要である。 
基幹産業の織物業や機械金属業を始めとする製造業に対し、企業育成・人材育成

等への総合的な支援策を講じていくことが必要である。 
さらには、研究機関等との連携により、総合産地化や付加価値の高い製品の開発

などを支援し、競争力をもった企業づくりを促進するとともに、次世代を担う人材育

成や UJI ターンの支援等を行っていくことが求められる。 
  

主 要 
事 業 

① 商業の活性化 
◆商業活性化事業 

○商店街再生化事業、中心市街地活性化事業、地元企業の育成、消費者ニーズに対

応した地域密着型商業の展開、既存産業支援事業、起業家支援事業、商業者の協

業化、融資･助成制度の充実等 
② 新たな企業育成による工業活性化 
◆工業立地基盤整備事業 

○丹後地域産業拠点（エコ・クリエイティブパーク）整備の促進と形成、工業団地

造成事業、企業誘致、ベンチャー企業の育成等 
③ 地域の既存企業・工業の活性化 
◆工業活性化事業 

○織物業・機械金属業等の振興、融資・助成制度の充実等 
④ 企業育成・人材育成等の総合的な支援強化 
◆研究機関等連携促進事業 

○丹後サテライト・オフィスや丹後地域職業訓練センターとの連携、研究機関の誘

致、大学等高等教育機関との連携交流等 
◆人材育成事業 

○府立高校・丹後地域職業訓練センターとの連携等 
◆UJI ターン支援事業 

○雇用関係機関・組織との連携、企業・雇用情報等の提供等 
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観 光 交 流 振 興  

（自然・歴史等の資源を活かした魅力ある観光交流圏づくり） 

重点 
テーマの 
ねらい 

６町内には歴史的史跡や自然環境・景観、既存の体験施設や温泉施設、農林業・

漁業・畜産業等の産業など、独自の多彩な資源が存在している。これらの資源を最大

限に活用することが、新市の個性や魅力の強化や、観光交流振興によるにぎわいの強

化に向けて極めて重要である。 
このため、既存の観光施設・温泉施設等を有効活用し、個々の施設の個性化とネ

ットワーク化を図り、周遊型・滞在型・四季型の観光地を目指すことが求められる。 
また、適切な案内・ＰＲ情報等の提供など、利用しやすい・利用したくなる環境

づくりを進めていくことも必要である。 
さらには、これらの資源の特色を活かした環境・景観整備や、滞在・体験型環境

の整備、伝統産業や農林水産品に親しむ環境づくり、健康増進の場づくり、交流イベ

ントの創造・支援などの取り組みの強化を図っていくことも望まれる。 

主 要 
事 業 

① 既存施設・資源のネットワーク化と情報提供の強化 
◆観光情報提供機能強化事業 

○観光案内サイン統一化事業、情報発信センター設置事業、アンテナショップ設置

事業等 
◆観光施設資源ネットワーク化事業 

○観光・温泉施設周遊プラン作成事業等 
② 独自の歴史・自然・温泉・産業等資源を活かした観光交流の活性化 
◆伝統産業観光化促進事業 

○ちりめん産業の観光資源化への検討等 
◆歴史と文化のまちづくり事業 

○古墳等の歴史資源周辺環境整備事業、丹後王国文化・歴史遺産の公開の検討等 
◆良好なまちなみ景観形成事業【再掲】 

○歴史的まちなみ保全事業、温泉街の雰囲気づくり事業の検討等 
◆健康増進の拠点づくり事業 

○健康交流施設整備の検討、健康増進温浴施設整備の検討、国民保養温泉地指定の

検討等 
◆自然環境・景観保全事業 

○国立・国定公園保全活用事業等 
◆滞在・体験型観光プログラム創造事業 

○交流体験施設整備、マリンレジャー・海釣り公園等整備事業、自然景観活用交流

施設整備事業等の検討 
③ ６町が一体となった交流イベントの推進 
◆広域交流イベント事業 

○新市合併記念イベント、歴史街道丹後１００キロウルトラマラソン等 
◆地域内交流支援事業 

○地域のまつりの開催支援等 
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情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 形 成  
（情 報 を 豊 か な 市 民 生 活 や 地 域 振 興 に 活 か す 環 境 づ く り ） 

重点 

テーマの

ねらい 

現在わが国では、急激な情報化が進み、高速・大容量の通信基盤を利用したイン

ターネットなどの通信インフラは、日常生活や産業活動に欠かすことのできないも

のとなっている。その一方で、本地域では、都市部のような民間主導による情報イ

ンフラの整備が進まず、また都市部とだけでなく、町間においても大きな情報格差

が生じている。 
このため、光ファイバー網などによる高速な情報ネットワークを構築し、大都市

等との情報格差の是正や、新市における情報サービス受発信機能の強化を図るとと

もに、そのネットワークを利用したテレビ放送難視聴解消対策のＣＡＴＶ網を、地

上波デジタル放送開始も踏まえ、構築してゆく必要がある。 
また、これらの情報ネットワークの構築により、市民の日常生活の利便性、教育

環境、市民サービスの向上や、企業活動・産業の活性化、各種交流活動の活発化等

を支援していくことが必要である。同時に、これらの情報通信機能をだれもが理解

し、より一層活用していけるような体制づくりが求められる。 

主 要 

事 業 

① 高度情報ネットワーク基盤の整備 
◆地域情報化推進事業 

○広域情報ネットワーク整備事業（ＣＡＴＶ・電子申請、届出・高速インターネ

ット接続・ＩＰ電話など） 

② 情報基盤を活かした行政機能・市民サービスの強化 
◆電子自治体構築事業 

○地域イントラネット整備事業（行政情報提供システム・公共施設予約システム・

図書館情報提供システム・防災情報提供システム・観光情報提供システムなど）

○業務系システム構築事業 

○財務会計システム構築事業 

○戸籍電算化事業 

○投票管理システム構築事業 

◆電子投票導入検討事業 

○電子投票システムの導入の検討 

◆保健・福祉支援システム構築事業 

○双方向情報システム利用在宅介護・健康管理支援システムの構築  

◆防災・安全環境整備事業 

○防災行政無線(固定系)整備 

③ 情報基盤を活かした学習機会の充実 
◆情報活用教育支援事業 

○マルチメディア教育導入支援事業等 

◆生涯学習ネットワーク化事業 

○IT 講習等の充実 
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環 境 の 保 全 

（自然環境との共生・調和をめざしたまちづくり） 

重点 

テーマの

ねらい 

丹後半島の海岸線は山陰海岸国立公園、若狭湾国定公園に指定され、鳴き砂の浜

として有名な琴引浜をはじめ、白砂青松の風光明媚な景観を有しており、府内はも

とより近畿一円の保養地になっている。 

また、これらの豊かな自然環境を活かして、通年型の観光地をめざして各種の施

策を行なっている。この豊かな自然環境は新市の貴重な財産のひとつであり、市民、

事業者、行政が連携してそれぞれの責任を果たし、将来に引き継ぐ必要がある。 

このため、環境を守るルールづくりを行い、良好な自然環境・景観等の保全を図

るとともに、水質保全、ごみの減量、リサイクルの推進など廃棄物の適正処理や不

法投棄の防止等に向けた監視体制の強化、住みよい環境づくりを進めていくことが

必要である。 

 

主 要 

事 業 

① 自然環境・景観保全のルールの確立 
◆自然環境・景観条例制定事業 

○環境基本条例・景観条例の制定 

② 良好な自然環境・景観等の保全 
◆自然環境・景観保全事業【再掲】 

○国立・国定公園保全活用事業【再掲】、棚田地域等保全整備事業等 
③ 自然環境との共生・調和をめざしたまちづくり 
◆循環型エネルギー研究・実証事業 

○資源循環型農林業推進事業等 
◆環境保全活動支援事業 

○ゴミゼロ市宣言都市 

◆ゴミ・廃棄物処理体制強化事業 

○資源ゴミリサイクルの推進、不法投棄の防止、産業廃棄物の適正処理等 

◆生活環境基盤整備事業 

○各種上下水道事業、特定地域生活排水処理事業、共同汚泥焼却施設設備整備事

業等 

○斎場整備事業 

◆水辺環境整備事業 

○河川改修事業、港湾整備事業、河川・湖沼・海浜の水質保全・美化等 

◆身近な公園・緑地整備事業 

○ポケットパークの整備事業等 

○花いっぱい運動の推進 
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農 林 水 産 業 の 振 興  

（自然の多彩な恵みを活かした 元気あふれる農林水産業の環境づくり） 

重点 

テーマの 

ねらい 

本地域には、豊かな自然の恵みを活かした多彩な農林水産業が展開されてきてい

るが、就労者の高齢化、後継者不足等といった課題を有している。今後のまちの活

力の維持・強化に向けて、農林水産業の活性化は不可欠である。 
このことから、農林水産業の生産基盤を強化するとともに、担い手や競争力を育

てる支援体制の強化が求められる。また、多彩な農林水産業の素材を活かした魅力

や特性の強化が求められる。 
農業は、中山間地域・平野部・砂丘畑・国営農地等の多様な特性に応じた産地形

成を推進し、営農しやすい環境を整えるための基盤整備や水稲、京野菜・砂丘作物・

果樹・花卉等の特産品づくり、体験型観光農業の整備、資源循環型農業の育成など

が求められている。 
森林は、木材生産だけでなく、水資源のかん養、国土保全等の災害防止の役割や、

緑のもつ優しさなどの多面的な機能を発揮しており、これらの機能を重視し豊かな

森林を未来に継承することが求められている。 
水産業は、近年「獲る漁業」から「つくり育てる漁業」への転換が求められてお

り、このための基盤整備や漁業と観光業の調和を図ることが求められている。 

主 要 

事 業 

① 農林水産業の基盤と生活環境の整備強化 
◆農林水産業基盤整備事業・整備促進事業 

○ほ場整備事業、農道整備事業、林道整備事業、漁港整備事業等 

◆農村生活環境づくり事業 

○農村生活基盤整備事業 

◆自然環境・景観保全事業【再掲】 

○海浜保全事業、森林保全事業、棚田地域等保全整備事業【再掲】等 

② 担い手や競争力を育てる総合的な支援環境づくり 
◆農林水産業の多様な担い手の確保・育成事業 

○ふるさとのあすをひらく新規就農事業・法人化促進事業等 

◆多様な流通・販売体制構築事業 

○朝市や産直等による地場流通チャンネル拡大事業、地産地消のしくみづくり等

◆地域産品ブランド化事業 

○農林水産品加工施設整備事業等 

○京の園芸産地育成支援事業、特産物流通支援事業、丹後のおいしい米づくり支

援事業等 

③ 農林水産業資源を活かした多様な魅力づくり 
◆滞在・体験型観光プログラム創造事業【再掲】 

○農村景観活用交流施設整備事業【再掲】等 

◆循環型エネルギー研究・実証事業【再掲】 

○資源循環型農林業推進事業等【再掲】 
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保 健 ・ 福 祉 体 制 の 充 実  

（全ての人が心豊かに暮らせる 相互扶助と福祉の環境づくり） 

 

 

 

重点 

テーマの

ねらい 

 

 

 

 

少子・高齢社会に対応し、安心して子育てができ、高齢者等を含めた全ての人が

心豊かな暮らしを営めるような保健・福祉体制の充実が不可欠である。 
このため、保健・福祉に係る各種支援体制・機能を充実させるとともに、合併の

メリットを活かした広域的なサービスの展開により、市民のくらしの支援強化を図

っていくことが求められる。また、公共交通や高度情報基盤等を活用した、きめ細

かい保健・福祉サービスの実施など、全ての人が保健・福祉サービスを利用しやす

い環境づくりも必要である。 
さらに、新市においては市民による福祉への参加、ボランティア活動の活発化を

より一層醸成し、市民の相互扶助による新しい福祉体制の推進を実現していくこと

が必要である。 

主 要 

事 業 

 

① 保健・福祉サービスと支援環境の充実 
◆保健支援事業 

○各種検診事業の充実、移送サービスの充実 

○広域的な保健事業の実施等 

◆介護・援護支援事業 

○障害者等社会復帰支援施設等整備の支援 

○高齢者福祉施設整備の支援、高齢者や障害者の自立と社会参加促進事業 

○生きがいと就労確保支援事業等 

◆保健・福祉支援システム構築事業【再掲】 

○双方向情報システム利用在宅介護・健康管理支援システムの構築【再掲】 
◆スポーツ・健康活動支援事業 

○市民の健康づくり活動の支援等 

◆だれにもやさしい公共交通サービス強化事業【再掲】 
○コミュニティバス導入の検討・福祉タクシーの充実等【再掲】 

② 保健・福祉の支援拠点の充実 
◆福祉の拠点づくり事業 

○総合保健・福祉センター整備の検討、地域の支援拠点機能の充実等 

◆健康増進の拠点づくり事業【再掲】 
○健康交流施設整備の検討、健康増進温浴施設整備の検討、国民保養温泉地指定

の検討等【再掲】 
③ 子育て支援環境の充実 
◆子育て支援事業 

○子育て支援センターの整備の検討 

○エンゼルプランの策定等 

◆保育環境整備事業 

○保育所施設の整備充実 

○延長保育・乳児保育等の充実 

○幼保一元化等の保育・就学前教育の高度化の検討 

④ 市民参加による福祉支援体制の充実 
◆市民参加型まちづくり支援事業 

○ＮＰＯの育成・ボランティア活動の支援 

○社会福祉協議会等との連携 
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医 療 体 制 の 充 実  

（地域包括医療体制の整った 安心して暮らせる環境づくり） 

 

 

 

 

 

 

重点 

テーマの

ねらい 

高齢化が進む丹後地域において、公的病院の果たす役割は非常に重要なものがあ

り、子どもたちや高齢者をはじめとして市民が安心して暮らすことの出来る医療体

制を確保する必要がある。 
このため、各種医療施設の整備を図るとともに、公的病院においては、診療科目

の拡大など、市民に質の高い医療を供給できる体制が必要である。 
また、弥栄病院と久美浜病院は各診療所、民間病院との連携を図りながら、新市

全域を包括でき、地域に密着した医療体制を確保する必要があり、また、地域の核

として高度な医療サービスを行う必要がある。 
さらに医療機関は単に医療を行うだけでなく保健、医療、福祉を互いに連携させ

た地域包括医療を実施する必要がある。 
加えて、高齢者世帯、独居高齢者の増加とともに救急・休日医療体制の整備が緊

急の課題となっており、医師会の協力を得ながら在宅当番医制の充実が急務である。

 

 

 

 

 

 

 

 

主 要 

事 業 

① 医療施設の機能充実 
◆医療施設整備事業 

○病院、診療所整備事業等 

 

◆高度医療機器整備事業 

○医療機器整備事業 

 
② 地域包括医療体制の強化 
◆地域包括医療体制強化事業 

○医療審議会の設置 

○地域医療体制の充実 

 

◆救急・休日医療体制確保事業 

○在宅当番医制の充実など救急・休日医療体制の強化 
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学 校 教 育 ・ 社 会 教 育 の 充 実 

（歴史と文化にあふれた 6 町の特性を活かした教育環境づくり） 

 

 

 

 

重点 

テーマの

ねらい 

今後の教育環境においては、個性を伸ばし考える力を育てることの必要性が重要

視されている。 
このため、学校教育の中でも基礎学力の向上とともに、高度情報化等の教育ニー

ズの変化にも十分留意しながら、多様な個性や能力を伸ばす教育システムの整備が

必要となってきている。また、楽しく安心して学習できる教育施設の整備やネット

ワーク化による教育環境の充実が求められる。 
さらには、歴史と文化にあふれた 6 町の特性を充分に活かし、保育所・幼稚園・

学校・家庭・地域の連携を強化しながら未来を担う子どもたちの育成に力を注いだ

り、身近な歴史文化に触れ合う機会づくりや都市部の人との交流促進など、特色あ

る教育環境づくりを進めていくことも重要な課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

主 要 

事 業 

① 教育施設・環境の充実 
◆小中学校等施設整備事業 

○各小中学校等の改築事業等 

○学校配置の適正化、通学区域の弾力化の検討 

◆基礎・基本を大切にする学校教育環境づくり事業 

○T・T 授業、習熟度別学習システムの積極的活用等 

○国際化教育の充実 

○新たな教育システムの導入検討 

○教育の資質の向上と教育相談事業の充実 

○幼保一元化等の保育・就学前教育の高度化の検討【再掲】 

◆情報活用教育支援事業【再掲】 

○マルチメディア教育導入支援事業等【再掲】 

② 生涯学習の拠点とネットワーク環境の充実 
◆生涯学習拠点づくり事業 

○生涯学習センター等の整備の検討 

○地区公民館拠点整備事業 

◆生涯学習ネットワーク化事業【再掲】 

○図書館の情報等ネットワーク化事業 

○IT 講習等の充実【再掲】 

③ 芸術・文化・スポーツ活動の拠点づくり 
◆芸術・文化・スポーツ活動拠点づくり事業 

○丹後王国文化・歴史遺産の公開の検討等【再掲】 

○高度な芸術・文化・スポーツ体感の場創出事業 

○社会体育施設整備事業等 

④ 地域学習・文化・スポーツ活動等の支援強化 
◆青少年健全育成事業 

○青少年団体の育成、組織の連携強化等 

◆地域学習プログラム推進事業 

○市誌編纂事業、達人バンク制度の導入等 

◆歴史資源保存事業 

○伝統芸能の継承支援、文化財の保護等 

◆芸術・文化活動支援事業 

○市民の芸術・文化活動の支援、街角ギャラリーの整備等 

◆スポーツ団体育成事業 

○市民のスポーツ団体活動への支援、各種スポーツ大会の実施等 
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市 民 参 加 の ま ち づ く り  
（市民と行政の協働で創る 支えあう地域づくり） 

 

 

 

重点 
テーマの 
ねらい 

交通条件、情報通信技術の飛躍的普及による生活圏の拡大、少子・高齢化、環境

問題など複雑・多様化する住民ニーズや地域課題に柔軟かつ適切に対応し、互いに助

け合い支え合い、個性的で豊かな暮らしを創造する、新たな地域コミュニティの姿が

求められている。 

そのためには、行政の情報公開や提供と市民参画の体制を強化し、共に考え行動

する協働の体制を確立するとともに、市民が主体的に自らの手で、住みやすい地域づ

くりを進める自治活動やＮＰＯなどの市民活動を支援し、自立・自助・互助の自律あ

る地域づくりを進めていくことが必要である。 

 

主 要 

事 業 

① 行政と市民の協働体制の確立 
◆情報公開推進事業 

○情報公開条例の制定、個人情報保護条例の制定 

◆行財政改革推進事業 

○政策評価システムの導入検討、職員適正管理計画の策定 

◆すべての人の社会参画支援事業 

○公募委員等の仕組みづくりの検討 
○地域審議会的組織の設立 
○人権教育の推進等 

 

② 地域自治活動の促進・支援 
◆自治活動支援事業 

○地域自治活動の支援 

○公民館の体制整備と活動強化 

  

③ 主体的な市民活動の促進・支援 
◆市民参加型まちづくり支援事業【再掲】 

○まちづくり基本条例の制定 

○ＮＰＯの育成・ボランティア活動の支援【再掲】 

○わがまちづくり支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 

 

用 語 集 

コミュニティバス 従来の路線バスではカバーしきれない地域や交通空白地域で運行される

バス。 

バリアフリー化 高齢者、障害者等が利用しやすいよう狭い通路や段差等を解消し、高齢

者や障害者等と健常者との障害・障壁を取り払うこと。 

歴史街道 近畿の歴史文化資源をいかし、日本文化の発信基地づくり、新しい余暇

ゾーンづくり、歴史文化をいかした地域づくりをめざす計画。 

市域では、北丹後地区「丹後王国まほろば海道」と口丹後地区「絹と伝

説がおりなすロマン街道」があり、丹後の豊かな歴史遺産を保全しなが

ら全国に発信・観光客の誘致を図る取り組みの総称。 

NPO 「Non Profit Organization」の略で、利益を追求することを主目的

とせず社会貢献や慈善活動を行う、民間や一般住民によって構成された

活動組織。 

丹後サテライト・オフィス 府北部の中小繊維・機械産業などをサポートするために京都府織物・機

械金属振興センター内に設置された「京都工芸繊維大学丹後サテライ

ト・オフィス」を指す。 

アンテナショップ 都市部での情報発信及び物産販売を行う小売店。町外での交流人口の増

大とそれにともなう誘客の増大、物産の販売拡大。 

インフラ インフラストラクチャーの略。都市の基盤となる道路・鉄道・上下水道・

電気・通信などの施設。社会整備基盤。 

ＣＡＴＶ ケーブルテレビ、有線テレビ。同軸ケーブルや光ファイバーなどの有線

で、テレビ放送や各種の情報を加入世帯の受像機に分配する。 

地上波デジタル放送 2003 年から始まるデジタル方式の地上波によるテレビ放送で、１１年

にはアナログ放送を全廃する計画。高画質、多チャンネル、双方向サー

ビスのメリットがある。 

電子申請、届出 各種申請や届出等の手続きをインターネット上でオンライン化。 

ＩＰ電話 インターネット（ＩＰ「インターネット・プロトコル」）を利用して提供

される音声通話(電話)サービスのこと。 

イントラネット インターネットの技術を利用して構築される企業内情報通信網のこと。

基幹系システム構築 住民情報システム（ＴＲＹ－Ｘ）、文書作成・管理システム、グループウ

ェアシステム等の行政システムの構築。 

マルチメディア デジタル化された情報を基礎に、文字・数字・音声・静止画・動画など

の複数のメディア（情報の表現形態）を統合して扱える方式。 

資源循環型農林業推進事業 畜糞、食物残渣、木片、籾殻を堆肥として有効利用する事業。連続炭化

装置、堆肥化施設、堆肥製造プラント他整備。 

特定地域生活排水処理事業 下水道事業で事業実施できない区域の住宅等を対象とし、市が事業主体

となり、戸別の合併処理浄化槽を計画的・集中的に整備管理する下水処

理事業。 

共同汚泥焼却施設設備整備

事業 

下水道事業で発生する汚泥、家庭から出される焼却ゴミの焼却灰を、溶

融してスラグ化し、砕石等として再利用するための溶融炉施設の整備事

業。 

ポケットパーク 住宅地の中の小公園など、わずかなスペースを利用して都市環境を改善

する目的で設けられる公園。 

参考資料 
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用 語 集 

中山間地域 平野の周辺部から山間部に至る、まとまった耕地が少ない地域。 

資源循環型農業 農業利用の可能性のある有機性廃棄物を資源化しリサイクルを進めるこ

と。 

エンゼルプラン 厚生省が中心となって子育て支援のための施策を作成・推進する「子育

て支援総合計画」のこと。 

地域包括医療 治療のほか、保健サービス、在宅ケア、リハビリテーション、福祉・介

護サービスのすべてを包括するもので、全人的医療を提供するもの。 

医療審議会 医師・歯科医師・薬剤師、医療を受ける立場にある者や学識経験者から

なる委員で構成され、地域に医療を提供する体制等に関する事項を審議

する機関。 

T・T（Team Teaching） 授業組織の一様式で、ふたりもしくはそれ以上の教師が、協力して、同

じ生徒グループの授業全体、または、その主要部面について、責任を持

つもの。 

国際化教育 ＡＥＴ（英語指導助手）やＣＩＲ（国際交流員）を小中学校に派遣し、

国際化への教育を行うこと。 

マルチメディア教育 知識を楽しく疑似体験できるという視聴覚教育の長所と個性に応じた学

習を双方向でやりとりするというコンピュータ教育の長所を兼ね備えた

教育。 

達人バンク制度 産業や地域の歴史等に関する知識や技術に優れた高齢者などを達人とし

て登録制度を設け、生涯学習や文化振興の指導者や担い手とする制度。

地域コミュニティ 町内会、地域の子ども会、老人会、自治会など、生活に身近な範囲にお

ける人々の連携（活動）のこと。 

情報公開条例 自治体に対し、自治体の保有する情報の公開を求める権利を住民の権利

として制度的に確立するもの。 

個人情報保護条例 自治体による個人情報の収集・利用などは住民本人の同意を前提とし、

目的外の利用を禁じるなどの適正管理を定める条例。また、本人から申

し出があった場合、個人情報の開示や訂正を認めるもの。  

政策評価システム 自治体が実施している施策や事務事業の成果、執行状況を、自治体自ら

が住民の視点に立って点検・評価し、 その結果を次の企画・立案に生か

すことによって政策の質的向上を図るためのシステム。 

まちづくり基本条例 自治基本条例のこと。自治体の組織運営・活動の基本原則および自治体

と住民の関係などについて定める条例。「ニセコ町まちづくり基本条例」

や「宝塚市まちづくり基本条例」などがある。 

わがまちづくり支援事業 住民のまちづくりに関する自主的な取り組みをさらに拡大し、住民が中

心となって考え、住民と行政が役割を分担して行う地域づくりを積極的

に進めるために市町村が行う支援事業。 
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